
- 1 - 

  建設環境常任委員会会議記録（概要） 

 平成２７年９月１５日（火） 

 開  会 （午前９時０分） 

 【議  事】 

 ○請願第２号 狭山丘陵・三ヶ島２丁目に造成予定の墓地計画は、所

沢では前例のない盛土・急斜面地であり、崩落の危険性に関する斜面

災害の専門家による調査報告を、所沢市が十分精査し吟味することを

求める件 

 

近藤委員長 初めに、本日は、参考人として、請願者である公益財団法人トトロのふ

るさと基金の安藤聡彦さんに御出席をいただいております。この際、参考

人の方に一言ごあいさつを申し上げます。本日は、お忙しい中にもかかわ

らず、本委員会のためにご出席いただき、誠にありがとうございます。委

員会を代表して心からお礼を申し上げますとともに、忌憚のない御意見を

お述べくださるようお願いいたします。さっそくですが、議事の順序等に

ついて申し上げます。初めに、参考人に１０分程度で御意見を簡単に述べ

ていただき、その後、委員の質疑にお答えいただくようお願いいたします。 

なお、参考人の方から意見を述べるにあたり、資料の提出がありました。

資料については、全議員及び出席している執行部に配付することでよろし

いか。 

（委員了承） 
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次に、参考人より意見を述べるにあたり、パネル等の使用の申し出があ

りました。パネル等の使用について許可することでよろしいか。 

（委員了承） 

それでは、安藤参考人にお願いいたします。 

 

 【参考人意見】 

安藤参考人  請願代表人の公益財団法人トトロのふるさと基金理事長の安藤と申

します。このたびは、請願書の趣旨に沿って現地視察を行われ、また参

考人招致を決定くださいましたことに心から感謝申し上げます。これよ

り請願の趣旨を説明させていただきます。今回の墓地計画地は、狭山丘

陵・埼玉県立狭山自然公園内の三ケ島２丁目にあります。私どもトトロ

のふるさと基金は、２５年前より、当計画地を含む狭山丘陵の豊かな自

然環境である里山を未来の子どもたちに残すために、ナショナルトラス

ト活動による保全の運動を続けてまいりました。多くの市民の皆様から

ご支援いただき、現在トラスト地であるトトロの森は３１カ所にまで増

えています。また、所沢市による保全地も丘陵の各所にあり、近年は市

のみどりの基本計画に基づいた里山保全地域指定による保全も進んで

います。このように行政、市民、そして当基金が協力し合って保全を進

めてきた当地域において、突然、この墓地計画が浮上してきました。先

日視察いただきましたように、計画地は狭山湖水源林に隣接していま

す。今から３５年前、早稲田大学が狭山丘陵三ケ島地区に進出するにあ
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たり、埼玉県は雑木林を残すため、大学に対し計画地を北側にセットバ

ックするよう要請しました。当時でも、林の伐採は環境破壊だと考えら

れていたからです。大学は提案を受け入れ計画を変更し、湧水が豊富で

美しい谷が残されました。この谷の斜面林に降った雨が地下に滲み込

み、地下水となり、やがて斜面下から湧水となって湧き出し、流路や湿

地を潤しているからです。それは、まさにあのとなりのトトロに描かれ

たような美しい里山の風景でした。ところが１９９０年頃バブル時代末

期に、この谷に大量の建設残土が埋め立てられ、先日ご覧いただいたよ

うな急峻な崖地が形成されました。当時は規制が緩く、締め固めた盛土

をするわけではなかったので、埋め立て当時から崩れ落ちるなどの問題

が起こっていました。今回の計画は、この危険な崖地にさらに一部盛土

をする計画になっています。特に、計画地下には狭山丘陵でわずかに残

った湿地、狭山丘陵いきものふれあいの里スポット３湿生植物の里があ

り、市内でも見ることの稀となった蛍が自生する環境にあります。私た

ちは、過去の盛土に関する届出資料や現地調査の結果などから、この墓

地計画が実現した場合に予想される危険性として、崖下の湿地の湧水量

の減少や雨水による土砂堆積がもたらす砂川堀源流部の水量の減少や

生物多様性の低下、ゲリラ豪雨や地震等による大規模な斜面崩壊、すな

わち墓地そのものの崩壊及びそれによる崖下湿地の壊滅的破壊という

認識をしておりました。計画地が崖地であることの危険性を私たちが指

摘したところ、本年２月に行われた計画者による関係住民に対する説明
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会で、計画者は市役所で縦覧に供された計画概要や資料には全く示され

ていない盛土・擁壁の計画があると説明され、本年３月に当基金の要請

に基づきボーリング調査などを実施し、その報告書を基にした計画を示

されました。そこで、事業者側の調査結果を検証できるようにするため、

当基金独自に専門業者委託によるボーリング調査を行いました。その結

果を斜面防災研究の第一人者である京都大学斜面災害研究センター長

の釜井教授に解析していただいたところ、たいへん驚くべき結果が出た

のです。詳しくはこの後釜井教授に御説明いただきますが、結論として

は震度５強以上の地震が発生した場合、計画地では土砂崩れが起きる可

能性が極めて高いということです。そこで私たちはその解析結果と意見

書を所沢市に提出し、市役所による墓地計画の審査意見書作成にあた

り、専門家の見解を精査し、墓地計画の安全性を十分考慮した意見書を

作成されたいと要望しました。しかし、生活環境課の担当者からは現在

までのところ、事業者側の調査資料と条例に定められた基準で判断する

という回答しかいただいておりません。このような専門家中の専門家に

よる土砂崩れの危険性を指摘する意見書を、精査しないということがあ

りえるでしょうか。そこで、墓地の永続性及び墓地利用者の保護の観点

から、重要な墓地計画地の安全性については、専門家の見解を十分精査

し、審査意見書に反映するよう議会から要望していただきたいと考え、

今回の請願提出に至りました。ここからは配付した資料に沿って説明さ

せていただきます。平成１２年１２月６日付厚生省生活衛生局長発出の
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墓地経営・管理の指針によれば、墓地は公共的なものであること、今般、

墓地が管理放棄されるような事例が多々あることが指摘され、墓地の永

続性の確保など、利用者の利益の保護、周辺の生活環境との調和等の公

共の福祉との調整が重要であること、その結果として行政の広範な裁量

に委ねられていること、不適切な墓地経営の許可申請については、利用

者保護の観点から許可しないことが重要であること等が指摘されてい

ます。また、墓地、埋葬等に関する法律の逐条解説では、墓地の経営の

許可にあっては、法の趣旨に照らし、その他公共の福祉を十分に勘案す

ることを要すると指摘しています。そして、その他公共の福祉の観点と

しては、墓地造成に伴う災害防止を例として挙げています。裁判例でも、

墓地の許可権者の広範な裁量権が認められています。横須賀市の墓地の

件に関する横浜地裁判決では、当該自治体の条例の基準について、条例

に規定したような墓地等の経営者及び設置場所に係る審査の基準に反

するような申請を許可してはならないものと明示することにより、申請

の許可に係る被告市長の広範な裁量権の行使に一定の制約を設けよう

としたものと解すべきであって、それ以上に市長において、墓地、埋葬

等に関する法律第１条の趣旨・目的に従って、条例に審査の基準として

明示されていない事項をも総合的に考慮して申請を不許可とすること

を許さないものとして、裁量権の行使を制約しようとする趣旨のものと

解することはできないと指摘されています。この判決は、手続き条例の

基準は最低限の基準であり、さらに墓地、埋葬等に関する法律第１条の
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趣旨・目的に従って、条例に明示されていない事項を勘案する許可権者

の裁量を制限するものではないということを指摘しています。このよう

に、極めて公共的な墓地の許可にあたっては、様々な事情を考慮して総

合的に判断する必要があり、そのための広範な裁量権が許可権者にある

ことが行政解釈からも裁判例からも認められています。以上を勘案すれ

ば、釜井教授のご見解は墓地計画の永続性に関わる重要な御指摘であ

り、所沢市は釜井見解を精査した上で、本計画が将来にわたり安全に管

理されるものであるか否かについて、墓地、埋葬等に関する法律に基づ

き厳しく審査をする責務があります。仮に、専門家が指摘しているにも

かかわらず、これを考慮することなく許可を行い、将来土砂崩れによる

墓地崩壊が生じて墓地利用者に被害が生じた場合には、許可の時点に遡

って所沢市の判断が厳しく検証され、所沢市の責任が問われる事態にな

る可能性があります。このため、私たちは所沢市に対して複数回、釜井

教授の意見聴取の機会を設けることを含めて、危険性について精査され

るよう要望してまいりました。しかし、墓地の許可の担当部署である生

活環境課では、危険性についての審査をせず、審査意見書を出す意向で

あると説明をされました。いかがなものでしょうか。御承知のように、

近年地震やゲリラ豪雨による大規模な土砂崩れが頻発しております。こ

のような事態が各地で起こっているわけであります。先週の栃木県、茨

城県、宮城県における集中豪雨とそれによる大規模な洪水・土砂崩れは

大変な被害をもたらしたわけですが、議員の皆様におかれましてはそれ
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をどのようなお気持ちで御覧になられたでしょうか。私たちは、それを

決して他人事と思うことはできません。計画地周辺の豊かな自然環境は

もとより、死者達の安らかな眠りを責任を持って保全する、そのために

最大限の思慮を尽くすことが所沢市の責務なのではないでしょうか。超

高齢化社会を迎えた日本社会において、私たちが豊かに生き、安心して

永遠の眠りにつくとはどういうことなのか。本件で問われているのは、

まさにこの現代日本社会が直面する最大の問題であり、それゆえ多くの

市民がこの件についての所沢市の判断を、深い関心を持って見つめてい

ます。以上の状況を十分御理解いただき、墓地、埋葬等に関する法律に

基づく審査意見書の見極めにあたり、前例のない盛土上に造成する大型

墓地の危険性を、所沢市が十分精査することが公的な責任として求めら

れるという議会の判断をぜひお願いいたします。 

 

 【参考人意見終了】 

近藤委員長 ありがとうございました。以上で参考人の意見の開陳が終了しましたの

で、次に質疑を許します。なお、念のため申し上げますが、参考人は委員

長の許可を得て発言されるようお願いいたします。また、参考人は、委員

に対して質疑することはできないことになっておりますので、ご了承願い

ます。 

 

 【参考人への質疑】 
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村上委員  これまでの流れの中で事業主と協議を行ってきたということでよろし

いか。 

 

安藤参考人  協議は続けてきております。 

 

村上委員  その中で協議の整わなかった最大の部分というのは、危険性の問題とい

うことか。 

 

安藤参考人  そのとおりでございます。 

 

村上委員  今回の請願については、あくまでも審査意見書に反映させていただきた

いということが趣旨なのか。 

 

安藤参考人 そのとおりでございます。 

 

浅野委員  行政回覧で署名協力のお願いということで、現在問題になっている土地

を公有化してほしいというものが回っており、その中でこの間トトロ基金

に交渉に当たってもらい、買い取りの判断をできなかったことで現在に至

っているというようなことも、市が今までしてきたことということで資料

の中に書いてあった。自治連の役員の方と話したときに、公益財団法人ト

トロのふるさと基金と一緒に市もその土地を購入するようなことも考え
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たけれど、公益財団法人トトロのふるさと基金からお断りされ交渉が成り

立たなかったというような話を聞いたが、その辺の経緯を伺いたい。 

 

安藤参考人  この計画が出てきた当初から、この場所については買い取りの予定とい

うのは持っております。地権者にも、何軒か買い取り意向を示してお家に

伺うことをしてまいりましたし、地権者と大聖寺の仲介をしている方を通

して働きかけたこともあります。ところが、残念ながらいずれもお断りの

返事をいただいたものですから、それ以上の話には至っておりません。私

たちとしても、そのことを市長に伝え、市長にもぜひ我々と一緒に買い取

りをお願いしたいということで要請してきているということであります。 

 

浅野委員  自治連の役員の話では、市長も積極的に購入したいという話をしたけれ

ども、公益財団法人トトロのふるさと基金の方がのってこなかったという

ようなことを聞いたが、いかがか。 

 

安藤参考人  市長のところには私も２回伺っておりますが、そのときには私たちの方

から所沢市にぜひ一緒に買い取りをお願いしたいということで、お伝えし

ました。そのとき、２倍でも３倍でも私たちの方としては買い取るつもり

ですということを伝えたところ、市長から一緒にがんばりましょうという

言葉をいただきました。 
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浅野委員  この問題では、議員のところにも地主からの手紙や公益財団法人トトロ

のふるさと基金の方の内部告発みたいな手紙も届いている。その手紙に

は、公益財団法人トトロのふるさと基金の内規で評定価格以上では買えな

いとあるのだが、そういったことはあるのか。 

 

安藤参考人  この問題がありましたので、この２月に臨時の理事会を開きまして、そ

の辺については特に制限を設けないということで内規を改定しています。

私たちは公益財団法人でありますので、当然適正な価格に基づいて買い取

りしなければなりませんが、そうは言っても、その場その場に応じて判断

しなければならないことがあることも、今回の事例を通して十分承知して

おります。そういうことへの対応については、理事会の承認手続きを経れ

ば、何倍というような制限にとらわれず執行部で判断できるということを

理事会で決定しておりますので、その点については御心配いただかなくて

よろしいかと思います。 

 

浅野委員  行政回覧の資料の中で、市と公益財団法人トトロのふるさと基金が話し

合いをもったのは平成２６年の１２月までとあり、内規を改定したのは本

年２月ということである。内規を改定してから市と話し合いをしたのか。 

 

安藤参考人  話し合いはございました。 
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浅野委員  今の段階では違法性がないので、市としては却下したら事業者から訴訟

を起こされる可能性があり、敗訴する可能性が大きいというようなことを

書いて市民に配っているが、それについて市が現在の条例の中では負ける

かもしれないということはご存知か。 

 

安藤参考人  そのようなことを言われていますが、今回そのために横浜地裁の判決を

持ってまいりました。墓地、埋葬等に関する法律というのは細かく規定

がされておりませんで、条例についてもいくつかの条件が示されている

だけですが、横浜地裁の判決ではそこにしか書かれていないことだけで

はなくて、総合的な判断をすることが墓地、埋葬等に関する法律の第１

０条に規定されており、許可権者である首長には担保されているという

ことをいっておりますので、この間行政庁の裁量性については考慮すべ

きことを考慮し、考慮すべきでないことを考慮しなかったということに

ついては、大変厳しい判断が下されているのは、最高裁判例まで含めて

そうなっております。ですから、墓地、埋葬等に関する法律の趣旨に則

って判断をされれば、例え裁判を起こされても私たちは十分所沢市は勝

訴すると確信いたしております。その判例的根拠は、十分にあると考え

ております。 

 

  土地を取得するまでの流れについて伺いたい。 
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安藤参考人  多くの場合は地権者からの申し入れがあって、その場所を実際に見て執

行部で買い取るかどうか考え、ぜひ買い取りたいとなった場合には土地の

鑑定評価に出しましてその結果を得ます。そういった資料を全部整えまし

たら、弁護士等の専門家が入った土地の公正な取引を行うための委員会に

かけて、私たちの今回の買い取りは正当でなおかつ意議があるものかどう

かについて審査していただきます。そこでゴーサインが出たことを踏まえ

た上で、理事会にかけて決定していただき買い取るという手続きになって

おります。 

 

  ２月の内規改定以降、買い取りにあたってチラシをかなりいろいろ出さ

れているみたいだが、買い取り交渉はどんな形でされているのか。 

 

安藤参考人  内規の改定と今までの買い取りの手続きについては、今のところ何の変

更もありませんので、先日も買い取りしましたが、３１号地まで全く同じ

形で買い取っています。 

 

  今回の件では、チラシまで出して買い取りたいという意思を出している

が、どこまで地主に対して働きかけてきたのか伺いたい。 

 

安藤参考人  先ほどの繰り返しになりますが、私たちは２つのルートで交渉してきま

した。１つ目は全ての方にではありませんが、個別に地権者の方にお話し
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して買い取りのお願いをさせていただきました。２つ目は大聖寺と地権者

がダイレクトにやりとりしているわけではなく、その間に仲介業者が入っ

ておりますので、その業者に当方からぜひ買い取りのお願いをしたいとい

うことで、申し入れをしております。 

 

  それはいつ頃から、何回ぐらい交渉しているのか。 

 

安藤参考人  正確な回数はわかりませんが、複数回にわたってということは間違いあ

りません。そういう話し合いですから、会合をもつということではなく、

間に入っている方に対しては何度か接触を行っております。 

 

杉田委員  １９９０年代頃から大量の建設残土が埋め立てられ、それによって当時

から崩れ落ちるなど問題が起こっていたということだが、崩れ落ちたこと

があるということか。 

 

安藤参考人 ございます。 

 

杉田委員 それはどのような感じか。 

 

安藤参考人  今日は写真を持って来ておりませんが、１０年ほど前だったでしょう

か、大雨が降った後に、一部崩れたということはあったと聞いております。 
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杉田委員 仮に、埋め立てがなかったらこういう請願は出さなかったということ

か。それとも、自然公園ということなので、埋め立てがなくてもこういう

計画があれば請願は出したということなのか。 

 

安藤参考人  埋め立てがなくても、そこは保全すべき場所であり、所沢市でも里山景

観保全地域にしようとしている地域にまさに隣接する場所でございます

ので、当然、そうした場所ですから私たちと所沢市とが一緒になって保全

すべき場所ですから、例え残土等がなくても私たちとしては保全すべきと

いうことは申し上げているはずだと思います。 

 

  何回か交渉したということだが、２月以降のいつ頃からいつまで交渉を

したのか。 

 

安藤参考人  夏前ぐらい、６月か７月ぐらいかと思います。 

 

  ２月に改定したとのことだが、それで交渉は夏からということか。 

 

安藤参考人  いつからということはすぐに数字が出てきませんが、交渉していたのは

この夏ぐらいまでかと思います。先ほどからその点について御質問をいた

だいておりますが、私たちとしてはとにかく保全したく、できれば公正な

価格で買い取りたい。何も３倍、４倍というお金を払うのではなくて、通
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常の地価で買い取りたいと考えておりますので、２月に改定する以前から

接触はしていたのではないかと記憶しております。 

 

  先ほど浅野委員から市との話があったが、それは２月以前の話か、２月

以降のことか。 

 

安藤参考人  ２月以前にあったがどうかはすぐには確認できませんが、２月以降にそ

の話をしていることは間違いありません。 

 

  市と共同で買うというのは、あくまで所沢市が諦めたということか。公

益財団法人トトロのふるさと基金が手を引いたわけではないという理解

でよろしいか。 

 

安藤参考人  私たちは一切手を引いておりません。私たちは、可能性があるのであれ

ば買い取ることを考えております。これまで私たちは、良好な自然を全国

からの大事な寄付金で買い取ってきました。どこにお金をかけるかという

ことについて、私たちは非常に責任を持っておりますし、問われています。

ここは良好な自然環境だから買い取ろうということを、ずっと積み重ねて

まいりました。今回の土地は、むしろそうではない土地だということにな

りますから、私たちはそれをいくらで買い取るのか、その場合の管理の仕

方はどうするのか、さまざまなことを考えなくてはなりません。そういう



- 16 - 

責務を負っていると思っておりますが、基本的にはそれを買い取って所沢

市と何らかの形でお話をしながら公的な管理の仕方を考えていきたいと

いうふうに思っておりまして、その決意については変わりません。 

 

委員  先ほど交渉がうまくいかなかったとの話だったが、市に入ってもらって

一緒に交渉をするということはなかったのか。 

 

安藤参考人  随分それについては担当部局ともお話ししましたし、市長にもお話をし

ました。総論的にはそういうこともあってもいいのではないか、あるいは

繰り返しになりますが、市長から私たちとしてはそうなったらお金を出す

準備はあるということまで言っていただいておりますが、直接的に私たち

が所沢市と一緒になって地権者や仲介業者との間で交渉するといったこ

とは現在はやっておりません。 

 

委員  現在ということは以前はやっていたのか。 

 

安藤参考人  これまではやっておりません。 

 

城下委員  この地域は狭山丘陵ということで、全国的にもまた世界的にも注目され

ている場所ですし、先ほど理事長からの説明の中で、今回の計画そのもの

があの地域の生物多様性の低下にも影響を及ぼすのではないかというこ
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とを危惧している説明があったが、請願の資料の中に隣接する地域で水銀

が検出されたという報告もありました。その辺のところでは、安全性とそ

れ以外の生物多様性の低下というのは、具体的にどういうことが今懸念さ

れているのか、示してほしい。 

 

安藤参考人  資料にあるように、当該地はふれあいの里スポット３の湿生植物の里で

ございまして、夏には蛍が舞っているような場所でございます。そういう

場所に、墓地ができてしまって地下水がなくなってしまったりすると、湿

地が枯れてしまう、そういうことによって蛍がいなくなってしまう、そう

したことを私たちは大変懸念しているということになります。 

 

城下委員  生活環境課に対してもいろいろ要望行動をされていたとのことだが、請

願に至るまでにどれぐらいの交渉を持ったのか。 

 

安藤参考人  これまで担当の生活環境課、開発指導課には、私が伺って部長、次長、

担当者とお話しすることもございましたし、事務局長や担当職員が伺って

お話しするということもございました。今すぐに数字は出ませんが、数多

くさせていただきました。その中で、先ほど村上委員の、「今回の請願に

ついては、あくまでも審査意見書に反映させていただきたいということが

趣旨なのか。」との御質問に対して言い違えてしまいました。反映という

ことではなく、私たちとしては釜井先生の御意見というのは、もしも地震
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があったら崩れてしまう、そのリスクが極めて高いということであります

ので、とにかくそれを精査して、その精査したことを審査意見書にきちん

と盛り込む、その上で広範な裁量権に基づく判断ということをしていただ

きたいと、こうしたことを常々申し上げてきております。 

 

村上委員  請願の趣旨が先ほどの説明と随分変わっているようだ。教授が出された

調査報告書の中身について精査したうえで事前協議を出すということと、

報告書を精査してほしいという意見書を出すということでは、大変大きな

違いがある。今の説明が今回の請願の趣旨ということでよいか。 

 

安藤参考人 

 

 それでよろしいです。 

浅野委員 

 

 市が何の努力もしていないということではなく、所沢市もこの場所の緑

を守りたい、墓地は作らないでほしいということで市長や担当部署が一緒

に努力をしたが、地権者が墓地計画者へ売るという判断をしたということ

か。地権者が公益財団法人トトロのふるさと基金ではなく墓地計画者へ土

地を売るということを憂いているのか。 

 

安藤参考人  緑は地権者だけの個人的な努力では守れないということが現代社会な

のだと思っております。そうした中で私たちは、狭山丘陵のいろいろな場

所を買い取ってとにかく多くの緑を所沢市と協力して守っていくという
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ことをこれまで重ねてやってまいりました。当該地域の周辺地域について

は買い取っておりますが、当該地域の土地の買取りについては地権者の方

とお話しすることができておりませんが、地権者の方はかなりご高齢です

ので、今後を考えて土地を売ってしまいたいという意向を示されたのでは

ないかと推測しています。 

私たちは墓地というものは永続性が極めて大切であると考えておりま

すので、この場所は私たちと所沢市とで共同で買い取ってできる限り安全

な形で恒久的に管理していくということが最もよい方法ではないかと考

えています。 

 

村上委員  安全な形で管理をしていくということは、具体的にどういうことか。 

 

安藤参考人  当面はこの地域については手を付けないことが原則かと思います。それ

以上の具体的な安全対策については、釜井教授がその道のスペシャリスト

ですので、釜井教授に聞いていただきますようお願いいたします。 

 

村上委員  もしも公益財団法人トトロのふるさと基金で買い取り所有者になる場

合、釜井教授は、所有者に対しても早急に手を打つべき土地であると進言

しているのか。つまり財団でも何らかの安全対策を行うという理解でよい

か。 
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安藤参考人  釜井教授から様々な事例についてお聴き取りいただけたらと思ってお

りますが、今般様々な形でリスクを抱えた土地がある中で、全国の自治体

ではそうした土地を買い取って保全するということが進められているよ

うです。たとえば、財団でこの土地を買い取らせていただき、所沢市に寄

付をして所沢市で管理をしていただくということも１つの案として考え

ております。 

 

村上委員  現在でも該当の土地は危険だとのことなので、現時点で早急に地主が何

らかの対応をするべきではないかということを指摘しておきます。 

市に買い取ってもらうにしても、この土地については何らかの対応をす

ることが前提であるという理解でよいか。 

 

安藤参考人  この場所を保全していくためには何らかの安全措置は必要ではないか

と考えます。そのことについて私たち財団としてできることは検討し、さ

せていただきたいと考えております。 

 

村上委員  何らかの対策は必要だという理解でよいか。 

 

安藤参考人 

 

 必要だと考えています。 

 【参考人への質疑終結】 
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近藤委員長 この際、参考人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。本

日は、お忙しい中を本委員会のためにご出席いただき、貴重な意見を述べ

ていただき、心から感謝いたします。本委員会といたしましては、ご意見

を今後の委員会審査に十分生かしてまいりたいと思います。本日は、誠に

ありがとうございました。 

 

  （参考人退室） 

 休  憩 （午前９時４５分） 

 再  開 （午前９時４９分） 

 （参考人入室） 

 

近藤委員長 次に、参考人として、京都大学防災研究所教授の釜井俊孝さんに御出席

をいただいております。この際、参考人の方に一言ごあいさつを申し上げ

ます。本日は、お忙しい中にもかかわらず、本委員会のためにご出席いた

だき、誠にありがとうございます。委員会を代表して心からお礼を申し上

げますとともに、忌憚のない御意見をお述べくださるようお願いいたしま

す。さっそくですが、議事の順序等について申し上げます。初めに、参考

人に１０分程度でご意見を簡単に述べていただき、その後、委員の質疑に

お答えいただくようお願いいたします。なお、参考人の方から意見を述べ

るにあたり、資料の提出がありました。資料については、全議員及び出席

している執行部に配付することでよろしいか。 
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（委員了承） 

次に、参考人より意見を述べるにあたり、パネル等の使用の申し出があ

りました。パネル等の使用について許可することでよろしいか。 

（委員了承） 

それでは、釜井参考人にお願いいたします。 

 

 【参考人意見】 

釜井参考人  京都大学防災研究所の釜井と申します。本日は参考人として意見を述べ

る機会をいただき大変ありがとうございます。まず、はじめに谷埋め盛土

で過去にどのような災害が起きてきたかということをご説明申し上げ、そ

の後、地下水、安定計算、防止対策、雑排水処理の４点について現行計画

の問題点についてご説明を申し上げます。 

 まず斜面の危険性についてですが、この斜面は１９９０年代に谷を埋め

立てて作られたいわゆる谷埋め盛土であり、低品質の盛土からなっていま

す。過去の事例から見て、こうした谷埋め盛土斜面は、わが国ではもっと

も崩壊リスクが高い斜面の１つです。写真を示しながらご説明いたしま

す。まず豪雨の例です。２００５年山口県の山陽自動車道岩国・那珂間に

おいて台風の豪雨によって崩壊した場所です。これにより死者２名、行方

不明者１名が出ました。 

重要なのは、これは高速道路の盛土で、わが国では高品質の盛土であり

まして、非常にしっかり締め固めて作られている管理の行き届いた盛土だ
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ということです。そうした場所であってもこのような崩壊が起こったとい

うことにショックを受けました。次は、２００６年の梅雨前線の集中豪雨

により福井県福井市中野で起きたゴルフ場の谷埋め盛土が崩壊した写真

です。谷の中を土砂が走り住宅３棟をつぶして２名の死者を出した例で

す。そのほかの写真は地震の例ですが、地震では崩壊規模が大規模になり

ます。２００４年の新潟県中越地震の長岡市高町団地ですが、谷があるの

ですが、地震で崩れました。この崩壊をきっかけに２００６年に宅地造成

法等規制法が改正されています。それから、２０１１年東日本大震災、福

島県福島市の朝日台というところです。これは住宅をかなり巻き込んで崩

壊が起きました。この崩壊の下には国道４号線が走っており復旧復興作業

に若干の支障をきたしました。こうした例は、北海道から沖縄まで各地で

起きております。このような事例を基に今回の当該斜面の大聖寺の調査結

果を見てみますと、地下水解析よりも安定結果の報告に重点を置いている

もののようですが、調査の不十分な点、調査の危険性やリスクを過小評価

しているのではないかと思われる点が多々見受けられました。その詳細は

すでにいくつかの意見書で述べておりますので、ここでは主な点について

申し上げます。 

まず地下水ですが、これまでの事例では地下水があると谷埋め盛土斜面

では安定性に問題を生じるということがわかっています。今回の該当斜面

については、地下水が存在しています。公益財団法人トトロのふるさと基

金が調べたデータによると、降水量と地下水の変化を表すグラフですが、
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雨が降ると地下水が急激に上がり、しばらく日照りが続くと地下水が下が

るというものであり、明らかに地下水がそこにあるということを示すもの

です。このような状態になるのは盛土となっている土と土との間がスカス

カの状態だからです。ところが、これまでの大聖寺側の調査結果では、盛

土内には地下水がまったくないということです。明らかに双方の結果が矛

盾しますので、この矛盾については協議の際に私も指摘をいたしました

が、大聖寺側では調査場所が違うため当然であるとの見解でした。この写

真は財団側が調査をした地点の写真で、確かに大聖寺側の調査地点とは違

います。しかし、同じ盛土であり、わずか２０数メートルしか離れていな

い場所ですので、あるかないかの違いが出るということは、地質学的には

通常は考えられません。さらに、盛土斜面の谷の底に湧水がありますので、

上と下に上流と下流があるが真ん中だけは水がないということになり、不

自然で理解しがたいものとなっています。こうした矛盾した結果となった

理由は、大聖寺側の調査は乾期である真冬に行われ、その後、地下水観測

を一切行っていなかったことによるものとわかりました。そのため調査の

詰めが甘く誤った結果になったものと思われます。では、地下水が存在す

るとどういうことになるかと申しますと、地盤の強度が減りますが、それ

だけではなく、浮力や水圧の原因となります。現在、末端部が崩壊してい

ますが、この崩壊は、おそらくは大雨で地下水が上がってきた時期に斜面

の内部の地下水の圧力が高まり前面の土を押して崩壊したものであろう

と考えます。 



- 25 - 

次に安定計算とは、一種の予測で、予測には前提条件はできるだけ付け

ない状態で自由に行うのが良いとされております。大聖寺側が出された安

定計算書を考察しますと、斜面の上にしか地滑りが起きないという前提条

件を付けて計算をした場合に導き出されるものとわかりました。その方法

では非常に高い安定解析が得られました。ところが崩壊が起きないという

ことを証明するデータがありません。つまり地質調査の結果からすれば、

どう見てもこの下には当然同じような地質が続いていると考えられます

ので、調査場所をそこに限定する積極的な理由が見つかりません。では、

一体どのような崩壊が起きるのかを、念のために全く違う方法で調べてみ

ました。この色の薄い部分では、ひずみが集中して破壊が起きるというこ

とが予想されています。つまりこれよりも上の部分が破壊した部分に乗っ

てずれてくるという破壊形態をとるものです。これがもっとも合理的な解

であるということになりました。そこで、安定解析にはいろいろな方法が

ありますが、そういった前提条件をつけずに安定解析をいくつか実施いた

しました。大聖寺側が提案している地盤強度は比較的強めですが、それを

使っての安定解析を実施したとしても、地震時の安全値は１を切るという

ことでした。つまりこの場合には地震ケース０．２というのがだいたいこ

うした設計基準では使われるのですが、それを掛けると１を切るというこ

とです。大聖寺側では、地震値係数が０．２であっても、つまり大地震が

起きたとしても十分安全であるということだったのですが、その説につい

ては崩れたということになります。 
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次に防止対策ですが、大聖寺側が示しているＥＰＳ工法とは、大型の発

泡スチロールブロックを積み重ねて盛土を置換し、排水性を持つ薄いシー

トを敷く方法です。これは軽くてよいのですが、ひとつ問題があります。

水に浮きます。ですから、地下水があるとわかった該当地への工法として

は不適応であると思われます。アンカー工を含む本格的な対策を施さなけ

ればならないものと考えます。 

次に雑排水処理についてご説明いたします。現在地表の汚れた雑排水は

井戸を掘り、このブルーに示した地層、芋窪層に捨てようという経過にな

っています。芋窪層とは、狭山丘陵の代表的な帯水層です。この下にたま

っている水というのは非常にきれいな水で、厚い関東ローム層を天然のバ

リアにして、その上にゆっくりと浸透していって、おそらく数千年から数

万年かけて作られた水で、これは有限で貴重な水資源です。そこをわざわ

ざ汚染するような計画なので少し問題があるのではないかと私は思って

おります。 

以上のことから、この谷埋め盛土斜面については、そもそも開発に適さ

ない場所であり、現在提出されている開発計画も斜面安定や環境保全の立

場からみれば雑で不適切なものだという結論を導いたものであります。 

 

 【参考人意見終了】 

近藤委員長 ありがとうございました。以上で参考人の意見の開陳が終了しましたの

で、次に質疑を許します。なお、念のため申し上げますが、参考人は委員
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長の許可を得て発言されるようお願いいたします。また、参考人は、委員

に対して質疑することはできないことになっておりますので、ご了承願い

ます。 

 

 【参考人への質疑】 

谷口委員 今、地下水の話が出たが、ここの現場の地下水というのは、いわゆる明

確な幅を持った帯水層ではなく、雨が降った時に水が溜まるようなそうい

った宙水ということでよろしいか。 

 

釜井参考人 そのとおりです。関東ローム層というのは不飽和帯と今言っていまし

て、完全に水があるわけではありません。その中に部分的に水の塊があっ

て、実はそういったところを狙って、古くから集落ができたりしています。

それを宙水といいます。ここも不飽和帯の中の宙水で、大きな本体から水

がきています。雨が降ると、宙水の塊が大きくなり拡大しますから、それ

で調査区の中に地下水が入り込んできます。乾期はそれが縮小します。宙

水レンズが伸びたり縮んだりする、そういう形です。さらに言うとその一

部が恒常的に盛土の底面にずっと水みちがあって、土砂面の底から流出し

ている、そういうイメージです。 

 

谷口委員 図１の地下水の水位をみるとまめに測定しているようだが、これは自動

センサー等を置き通信で測っているのか。それとも、実際に行って測って
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いるのか。 

 

釜井参考人 これは私ではなく、公益財団法人トトロのふるさと基金が測っているの

ですが、彼らは、いわゆる触針式という上から垂らして測るやり方をして

います。 

 

谷口委員  通信ではなく、現場に行って測っているということか。 

 

釜井参考人  おっしゃるとおりです。 

 

谷口委員 ＥＰＳ工法で行ったが、崩落してしまったという事例があるか伺いた

い。 

 

釜井参考人 あります。多くは地下水や工事の水等、水がらみの崩落です。 

 

谷口委員 例えば、どういったところの事例があるのか。 

 

釜井参考人 具体的な地名までは把握していません。 

 

城下委員 安全性の面でも、大聖寺が示しているＥＰＳ工法では危ないという指摘

があった。地震時の崩落を防止するためには、アンカー工などの本格的な
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対策が必要と説明いただいたが、これは全体的にやった場合には、おおよ

そどれぐらいの費用がかかるのか。 

 

釜井参考人 アンカーの費用は、ざっというと数億円だと思います。 

 

浅野委員 専門家に技術的なことで質問するのは僭越だが、私も何も擁壁まで立て

て墓地にするのかというのは疑問だが、市の方としても努力をしたうえで

の結果だと思い、裁判になったら裁判費用もかかるし、市民の方の貴重な

税金がかかるので反対しなくてはいけないのだが、何より裁判費用より人

命が大事だと思う。先生が出された意見書の中で、最後の方に、不特定多

数の人々が訪問し、永続的な使用を前提とする墓地の建設には向かない土

地であるということが書いてあるが、もし何かあったら大変なことになる

と思う。先日見に行ったのだが、道路を挟んだ向こう側に人家が大分あっ

た。今まで、３．１１の時６．４弱の地震でも人家も壊れていないし、今

回の土地も変化がないようである。今回の豪雨でも何ともないようなのだ

が、もし何かあった時に人家は大丈夫なのか。 

 

釜井参考人 私は、そこがどういう土地かわからないのですが、おそらく盛土ではな

いのではないかと思います。 

 

浅野委員 盛土だから危ないということか。 
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釜井参考人 今回の斜面は、盛土の中でも非常に低品質、土質の悪い盛土だと思いま

すが、そういった場所でやることには問題があると思っています。 

 

浅野委員 先生の意見では、何かあって墓地が崩壊したとしても、人家とは別だと

いうことか。 

 

釜井参考人 道路の向こうに、盛土はないのだと思います。恐らく違う地質で問題な

いのだと思います。それから、この前の地震の時に何ともなかったとおっ

しゃいましたが、調べてみると３．１１の時の所沢市の揺れというのは１

８０ガルでした。これがどの程度の地震係数に換算するかというのは、い

ろいろな考え方があって意見が分かれるのですが、ただ、大雑把に言うと

０．１８なので、今回計算した０．２の地震というのはまだ経験していな

いということになります。 

 

浅野委員 この請願がとおり、市が調査を行うとしたら、やはり釜井教授のような

きちっとした専門家に調査を依頼したほうがよいと思うか。 

 

釜井参考人 大聖寺側の調査をされている方も専門業者です。全然関係のない第三者

を入れていただいて調査を依頼することをお勧めします。 

 

城下委員 先ほど地下水のことで、大聖寺の方は真冬の乾期の時期に行われたので
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はないかという指摘があったが、一般的にこういった地形でなおかつこう

いう計画の場合には、地下水の調査をする時期というのは、私たち素人が

考えても一番雨が降る時期にやるのが相当と思うが、いかがか。 

 

釜井参考人 それはケース・バイ・ケースで、真冬であっても一向に構わないと思い

ます。それは目的が地下水があるかないかを調査するのであれば、一年を

通じて通年観測をするのが本来の趣旨ですが、建物を作るだけ等の場合は

真冬でも構わないと思います。調査の目的というか見通しが、今回の計画

は甘いと思います。 

 

城下委員 そうすると、きちんとした調査をするのであれば、通年通して、例えば

シーズンごとに行うとか、そういったことがよりよい実態に即した結果が

得られるというこということか。 

 

釜井参考人 掘るのはいつでもいいですが、結論的に地下水がある状態というのは雨

が降れば変わりますので、それをずっと１年間ぐらいを通じて観測するこ

とが重要だと思います。しかし、それをやっていないというか、やること

を気が付いていなかったということが、ちょっと残念だと思います。 

 

谷口委員 現状、盛土の法面の下部に崩壊跡が見られるという記述があり、この間

見た時は分からなかったのだが、具体的にどのようになっているのか。 
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釜井参考人 段から段に向かってへこんだ形が残っています。 

 

谷口委員 我々が見たのは１週間から１０日ぐらい前だが、樹木が生い茂ったから

わからなかったということか。 

 

釜井参考人 そうかもしれません。草が入っているとわかりづらいかもしれません。 

 

城下委員 先生が示された図形の部分を、私たちも現場を見に行った時の図面でい

うとブルーのところに立って見たのだが、この斜面の上あたりに管理棟の

計画がある。ということは、やはりこの部分の対策をきちんとやらないと、

崩落の際の安全性が問題で重大な事故起きるということか。 

 

釜井参考人 そうです。もし建物が建つのであれば、その建物も巻き込まれるのでは

ないかということです。 

 

杉田委員 大聖寺が言っているＥＰＳ工法では危険だという見解だと思うが、本格

的な対策を取って行えば、釜井参考人としてはそれに耐えるものはできる

というお考えか。 

 

釜井参考人 そうです。ただし、それはしっかりやってほしいということが１点と、

耐性するかどうかというのは、保全対象物があるかどうかということで
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す。守るべきものがなければ、別に何もやらなくてもいいわけです。どう

いうことかというと、現在、斜面というのは、見ていただいたと思います

が、林になってほぼ復元、元に戻りつつあるわけです。そういった意味で

は、そこが崩壊しても、それは自然循環、浸食の一部と考えれば、それが

やがて復元してというサイクルの中にあるわけです。そういう意味では別

に何も使わないのであれば、別に何もやる必要はありません。ただ、しか

し、あえてそこに墓地を作るのであれば、対策工事をちゃんとやるべきだ

というのが私の意見です。 

 

杉田委員 今の説明の中では、震度５強の地震が仮に起きると崩壊してしまうとい

う見解だったと思う。先週の大雨も、一番多いところでは一日６００ミリ

というところがあったと思うが、そのような大雨のときの可能性について

はどういうお考えか伺いたい。 

 

釜井参考人 大雨にも可能性はなきにしもあらずだと思いますが、ただ、実は一つの

有利な点として、この盛土はスカスカで、あまりにも品質が悪すぎて、雨

が降った時の水がすぐ出てしまい溜まりづらいのです。ところが、たまっ

た水の出口を押すので、より強烈な雨が降ると、そこら中で小さな崩壊が

ポコポコと起きる、そういうイメージです。大きな崩壊が起きるのは、地

震が一番有力であると思います。 
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谷口委員 論点の一つである安定計算で、地震係数を０．２５で採るのか、０．２

に採るのかについては、釜井参考人の話では、宅地造成等規制法施行令を

加味して０．２５とすべきではないかとのことであったが、詳しく説明願

いたい。 

 

釜井参考人 ０．２という試算は大聖寺側の安定計算に合わせようとしてやってみた

のですが、本来、準住宅というか人が集まってくる場所については０．２

５を採った方がよいというのが私の意見です。０．２５というのは、震度

６ぐらいにあたりますが、それが来るか来ないかということですけれど

も、実際、それは可能性としてあると思います。実は、今回宅地造成等規

制法の改正においても、０．２５にしたのは先ほど事例が０．２５になっ

ていないと予防できないからです。０．２は、宅造的には少し古い考え方

で、阪神淡路大震災、中越地震、東日本大震災を経験する前に採用されて

いた基準でした。ですから、道路などはまだ０．２でやっています。 

 

谷口委員 ０．２５で大体震度６に相当するというということであったが、０．２

の震度はどれぐらいなのか。 

 

釜井参考人 震度５強から６弱ですが、その辺は少し難しいです。震度との換算につ

いては、実際、いろいろな意見があります。 
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谷口委員 意見書と今日の資料を見ると、大きな地震が来たときには、地震係数０．

２であっても６６％の崩壊確率という見解なのか。 

 

釜井参考人 そうです。０．２５を採れば、さらに確率は上がります。 

 

村上委員 結論のところで、現状も危ないところである。本来は直ちに所有者によ

って本格的な地滑り対策が求められるとのことだが、例えば私が土地を持

っていたとして、そういった状況であれば擁壁を建てて安全確保をした

い、安全な対策を取るために何が必要かという相談を先生にした場合に、

先生の方で斜面の構造設計、構造計算、そういったものは出来るのか。 

 

釜井参考人 構造計算の詳細については、なかなか難しいですが、概略的な斜面安定

簡易計算などは可能です。 

 

村上委員 具体的には専門の業者にお願いをすればいいということか。 

 

釜井参考人 おっしゃるとおりです。 

 

村上委員 私は、業者から受けた設計図面、構造でもって、直ちに擁壁を造ること

ができるという理解でよろしいか。 
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釜井参考人 擁壁は有利な条件ではなく、アンカーや杭など、もう少し別な工種にな

ると思いますが、擁壁とおっしゃっている意味が対策工事全体ということ

なら確かにそうです。 

 

村上委員 対策には、いろいろな形での基準があって、それは、先生がこの程度で

あれば大丈夫だなということであれば、その工事はできるということでよ

ろしいか。 

 

釜井参考人 そうです。 

 

村上委員 それは、どこからの許可も得ないで、工事はできるということか。 

 

釜井参考人 法律的な許可のことについては、よくはわかりません。 

 

村上委員 少なくとも擁壁を造るとなると、いわゆる建築確認が必要となってき

て、専門家が宅地造成等規制法やいろいろな国の基準でもって、それを審

査するということになると思う。これがもし崩壊した場合に、誰が責任を

取るのかということをおっしゃっているが、今の宅地造成等規制法や擁壁

の基準等に則ったものが崩落した場合、それは所沢市の責任になるのか。

専門の立場で伺いたい。 
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釜井参考人 まず、一義的には所有者の責任になると思います。次に開発許可を出し

た側の責任、この２つになると思います。 

 

村上委員 全国では様々なこういった事故が起きているが、これは誰が誰に損害賠

償を払うのか。 

 

釜井参考人 損害賠償のケースでいうと、宅地の所有者か借りる側の人の責任が問わ

れることが多いです。もしくは、造成した業者か造成した所有者が訴えら

れて賠償裁判が進行中であるというケースがあります。道路などの公共事

業の場合は、ＮＥＸＣＯ、旧道路公団が亡くなった人に対して補償します。 

 

村上委員 損害賠償ということであれば、それに対する損害ということだが、その

責任という部分では、どこが負うのか。先ほど、公益財団法人トトロのふ

るさと基金の方で、こんな状態で墓地を造って崩落をした時に誰が責任を

取るのか、市は責任をとれるのかという言い方をしているが、その辺のと

ころは、専門家の先生として釜井参考人はどのようにお考えか。 

 

釜井参考人 責任とかそういうことについては専門外でよくわかりませんが、繰り返

しになりますが、一義的には所有者に責任があり、次に当然開発を許可し

た側、自治体になりますが、そういう場合にはそこに責任が生じるのでは

ないかと思います。 
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村上委員 ある程度の基準を国として設けているのだが、そのとおりに造っても許

可した側が責任を負うことになるのか。 

 

釜井参考人 それについては、わかりません。 

 

赤川委員 釜井参考人は、事業者側の設計者と協議する機会があったと思うが、何

回ぐらい協議したのか。 

 

釜井参考人 １回です。 

 

赤川委員 協議の中で、先ほど安定計算と地下水の２点を取って、事業者側は地下

水がないという結果であったが、言い切っているのか、釜井参考人の言う

技術面の対応、反応はどうなのか。 

 

釜井参考人 私の地下水があるという話に対して、彼らが測ったところにはなかっ

た、だからないと自分たちは思っているという発言でした。 

 

赤川委員 安定計算についてはどうか。 

 

釜井参考人 安定計算も、どうして制限を設けたのか質問すると、それは、過去の経

験に照らしていいと思った、現地が今は不安定でないので制限を設けても
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いいと思ったということで、論点を狂わされているので回答をいただいて

いないと思っています。 

 

赤川委員 地下水があるかないかによって、ＥＰＳ工法も擁壁も設計も、全然変わ

ってくると思う。その辺の影響について説明願いたい。 

 

釜井参考人 大雨の時に中央付近まで上がってくる場所では当然そこに地下水があ

るため浮いてしまうので、ＥＰＳ工法の作業はできません。別の工法にな

ります。 

 

赤川委員 請願の資料の中に大聖寺側と公益財団法人トトロのふるさと基金側の

地質調査結果比較対照表があり、ボーリング調査のＮ値が参考人の測定は

２から３、事業者側は４．２となっている。地耐力がこれだけ違うと、当

然擁壁の設計にもかなり影響があると思うが、差が出た理由は何か。 

 

釜井参考人 この盛土というのは、中にコンクリートのガラなどをたくさん含んでい

ます。Ｎ値というのは、上から叩いて３０センチ入る間に何回叩いたかと

いうものですが、そこにコンクリートのガラがあると当然入りませんか

ら、回数が上がります。Ｎ値のグラフを見ると高くなったり低くなったり

して、全体を平均すると４．２になりますが、ガラの存在を考えますと一

番低いところを採った方が、実際の土の締め固められている程度を示すい
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い指標ではないかと思います。そこで差が出ています。 

 

赤川委員 通常設計する場合にＮ値の低い方を採るというのが一般的な考えでよ

いか。 

 

釜井参考人 普通はそうです。その方がより安全だと思います。 

 

赤川委員 事業者側は土質試験を行っていないが、安定性、粘着力、摩擦係数、内

摩擦把握など全部計算しているが、その辺についてはどうか。 

 

釜井参考人 土質試験に関しては、行っていないのではという私たちの指摘に対し

て、行おうとしたが失敗した。サンプルを採ったが、試験室で出したら崩

れ成形できず実験できなかったという回答でした。ところが公益財団法人

トトロのふるさと基金側は、先にパイロットボーリングをして、どれぐら

いの状況かを探って、採れそうなところを見極めてから一気に採ります。

そうすると、ちゃんとすぐに採れます。それで行った結果がトトロのふる

さと基金側の出しているデータです。本来はそのように行えば採れたので

すが、やらなかったということです。 

 

赤川委員  調査に失敗したからとれなかったということだと思うが、これは調査と

してはこの土質調査は重要な部分だと思うが、協議の中でもう一度行うと
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いうような話にはならなかったのか。失敗したからやらないということは

あり得るのか。 

 

釜井参考人 再度調査を行ってはどうかと申し上げたところ、やらないとのことでし

た。私は行った方が良いと思います。実は今回大聖寺側から出ている強度

とトトロのふるさと基金側で出している強度とではかなり差があります。

ただし、強度は調査地点で変わってきますので、トトロのふるさと基金側

が出している強度が全体を代表する強度だという保証もありません。しか

し一番低い強度でやっている以上は、それを含めた全体の統計的な確率論

的な話をしなくてはいけないと思うので、そうした計算をするよう確率論

的に話をしました。つまり、わかりにくいのですが、強度は分布する、ば

らつきがあるのですから確率論で議論をしましょうと話をしましたが、合

意を得られなかったということです。 

 

赤川委員 事業者側の設計をされた方が釜井参考人の意見に対して、妥協したとい

う点は何かあるのか。 

 

釜井参考人 特に記憶にはございません。 

 

村上委員 調査の位置や場所によってかなり結果は違うが、最終的にいろいろなデ

ータを取って進めていくことが大事だという話で、今回は専門の立場から
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地質調査を見た上で明らかになった問題点を参考にしてほしいという趣

旨でよいのか。 

 

釜井参考人 そのとおりでございます。 

 

杉田委員 この場所にどのぐらいの建設残土があるということはデータで予測で

きるのか。 

 

釜井参考人 恐らく厚さとしては１０メートルぐらいかと思われます。この図でオレ

ンジ色の部分が建設残土です。 

 

杉田委員 オレンジ色の部分ということは、この部分が１０数メートルということ

か。 

 

釜井参考人  そのとおりでございます。 

 

杉田委員  これを見るとかなり残土が多いことがわかるが、一部を排出して造成す

るという場合には、擁壁の高さという部分では少しでも計画に近づける可

能性があるのか。 

 

釜井参考人  考えたことはありませんが、可能性としては、例えばこの斜面が急すぎ
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ますので、ここでこうした崩壊が起こる可能性がございますので、ここは

ずっと排除するとか斜面をゆるくするとか、そうした可能性はあるかと思

います。 

 

大舘委員 全国に盛土された土地があり、国の法令に基づいて施工しているかと思

うが、２００５年や２００６年の盛土斜面の崩壊などにより施工に対して

国の指導が変わり、それに基づいて市も指導をしていくわけだが、それだ

けでは難しいということが釜井参考人の意見ということか。 

 

釜井参考人  いろいろな意見がございますが、現行の施工基準を完璧に守れば、数十

年は対処可能です。基本的に谷埋め盛土が崩壊する最大の原因は地下水で

す。例えば所沢市にも谷埋め盛土の上に宅地があることがホームページに

記されていますが、そうしたところが施工後数十年は大丈夫であると申し

上げたのは、谷埋め盛土で地下水を排出するメカニズム、ドレーンが機能

している間は大丈夫だということです。数十年経つと次第にドレーンが詰

まってくるため、盛土内に地下水が溜まりだし、そこへ地震がくると、そ

この強度が下がり全体が動くということが過去の例からわかることです。

つまり、現行の基準でもってきちんとメンテナンスをしている盛土は大丈

夫です。しかし現行の基準以前に作られた盛土が数多くありますので、地

震によってそうした盛土が一気に動くということが時々起きているわけ

です。今回の当該地の盛土にはドレーンはありません。運よくスカスカの
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土地です。ただし排水は悪くはないのですが雨が降れば一気に地下水が上

がるなどの問題はあると思います。 

 

城下委員 図のオレンジ色の部分が建設残土とのことだが、今回の墓地予定地の中

にどれほどの建設残土があるかを想定しているか。 

 

釜井参考人 私自身は想定しておりませんが、計算は簡単にできるのではないかと思

われます。 

 

城下委員  そのことは事業者側も把握をしているのか。総面積のどのぐらいが建設

残土で占められているということはわかっているのか。 

 

釜井参考人  事業者側はオレンジ色の部分が盛土だということは把握しています。面

積ということであれば、計画地の全面積が建設残土であるということにな

ります。 

 

 【参考人への質疑終結】 

近藤委員長 この際、参考人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。本

日は、お忙しい中を本委員会のためにご出席いただき、貴重な意見を述べ

ていただき、心から感謝いたします。本委員会といたしましては、ご意見

を今後の委員会審査に十分生かしてまいりたいと思います。本日は、誠に
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ありがとうございました。 

 

  （参考人退室） 

 休  憩 （午前１０時４５分） 

 （休憩中に協議会を開催する。） 

 再  開 （午前１１時２５分） 

 （参考人入室） 

 

近藤委員長 本日は、参考人として、宗教法人大聖寺住職の大滝和明さん、塩月行政

書士事務所の塩月正高さん、門設計株式会社代表取締役の幸崎勝利さん、

株式会社東邦の野川恵司さんに御出席をいただいております。 

 

 （幸崎参考人より発言の申し出あり） 

近藤委員長 幸崎参考人より発言の申し出あったため、発言を許すことでよろしい

か。（委員了承） 

 

幸崎参考人 突然、申し訳ございません。門設計株式会社代表取締役の幸崎勝利と申

します。実は病気の影響で声がでません。今、声を出しているのも苦しい

状態です。私どもの門設計株式会社の開発計画部次長の中村久に私の代理

を務めていただきたいと思いますのでお願い申し上げます。 

 



- 46 - 

近藤委員長 只今、本日、幸崎参考人の代わりに、代理人として門設計株式会社の開

発計画部次長の中村久さんを出席させたい旨の申し出がありました。委員

会条例第２８条の規定では、代理人に意見を述べさせることはできないと

規定されていますが、委員会が特に許可した場合は、この限りでないとさ

れています。ここで、お諮りいたします。幸崎参考人の代わりに、門設計

株式会社の開発計画部次長の中村久さんを代理人として出席させ、意見を

述べさせることを許可することでよろしいか。 

（委員了承） 

 （幸崎参考人退室後、代理人として門設計株式会社開発計画部次長中村氏

入室） 

 

近藤委員長 この際、参考人の方に一言ごあいさつを申し上げます。本日は、お忙し

い中にもかかわらず、本委員会のためにご出席いただき、誠にありがとう

ございます。委員会を代表して心からお礼を申し上げますとともに、忌憚

のない御意見をお述べくださるようお願いいたします。なお、議事の順序

等についてですが、参考人４名より全体で１０分程度でご意見を簡単に述

べていただき、その後、委員の質疑にお答えいただくようお願いいたしま

す。本日、参考人から意見を述べるにあたり、資料の提出がありました。 

 資料については全議員及び審査に出席している執行部に配付することで

よろしいか。 

（委員了承） 
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 【参考人意見】 

塩月参考人 本日は、大聖寺の意見の場を設けていただきまして、近藤委員長をはじ

め、委員の方々には感謝申し上げます。 

まず、４名の簡単な紹介をさせていただきます。 

宗教法人大聖寺の大滝住職、株式会社東邦の技術統括をされております

野川先生、門設計株式会社中村次長でございます。先ほど幸崎代表取締役

から代わっておりますが、中村氏は、この件に関して実際に現場を担当し

てございますので委員からのご質問に対して、しっかりとお答えできる十

分な人物と考えております。そして私が大聖寺の代理人を務めさせていた

だいております行政書士の塩月でございます。以上の４名が参考人として

出席させていただきましたのでよろしくお願いいたします。 

まずは、事業主である大滝住職よりお話をさせていただき、その後、私

から大聖寺側の見解につきましてお話をさせていただきたいと思います。 

 

大滝参考人 大聖寺代表役員をしております大滝と申します。 

私からはお寺の事情、今回の計画の必要性のお話をさせていただきま

す。私どもの宗派は浄土真宗です。この地域ではお寺の数も少なく、馴染

みがないかもしれませんが、全国的には一番大きな教団といえるところで

す。私どものお寺の方針といたしまして、皆さまの持っておられるお寺に

対するイメージは違っているかもしれませんが、寄附に頼らないで、なる

べくお布施も皆さんの事情に合わせて少ない金額でおつとめするような
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方針でしております。そのようなことから非常に相談も多く、信者も増え

続けております。その増え続ける信者に対して提供していく墓地の残り区

画が減ってきましたので、それを新たな場所に設けたいというのが、この

計画の始まりです。私どもの現在ある墓地は、この宗派の教えが平等性を

説く教えですので、区画は全部同じの形の墓地、墓石にしております。貧

富の差が出ないような形で運営をしております。ある意見の中で、他の霊

園に一杯開いている区画があるのに新たに作る必要はないのではないか

との意見もいただきましたが、お寺に相談に来られ、頼って来られる方に

遠くに空きがあるから、そちらに行ってくださいということは、とても言

えません。なるべくお寺に近い場所で、そういう施設を設けたいというこ

とで、今回の場所にいきあたりました。大規模という言葉が新聞報道やマ

スコミ等でも使われていますが、決して大規模な計画ではないと私は思い

ます。１万基を超える大きな霊園が市内にはいくつもあります。私どもの

計画は８００余りで、本当に小さな計画です。私としては大規模という感

覚ではありません。これからの墓地の必要性、県の調査でも出ております

が、これから高齢者がお亡くなりになる数が増えるということで、県営の

墓地も計画されておるようです。所沢からその場所まで行くのに距離があ

っては、とても信者さんにすすめることはできません。お寺になるべく近

いところで施設を作りたいというのが、今回の始まりでございます。もち

ろん自然を大切にという声は良くわかります。そういうことで私どもも条

例で規定されている以上に緑を４０％以上残すような計画をしておりま
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す。決して自然保護を無視している計画ではありません。未来の子どもた

ちに自然を残すということも大切だと思いますが、私どもとしましては、

目の前で大切な人を亡くして悲しんでおられる方々のやすらぎの場を作

ってあげたいという気持ちでおります。いろいろな相談が参ります。早く

に御主人を亡くされて母子家庭だと。とても高い霊園は買えないんだとい

う相談もあります。お子様を亡くされて、これからどうして良いのか。誰

にも頼るところがないという相談もあります。また、単身者で、誰もお骨

の引き取り手がないというような相談も数多く来ております。このような

様々な問題に応えていくために、この施設がどうしても必要なところであ

ります。もちろん緑は大切です。しかし私は目の前で悲しむ人を救いたい。

社会的弱者も救っていきたいというのが私の考えでございます。専門的な

地盤等については、私は知識がありませんので、そのような質問は専門家

にしていただきたいと思います。私からの意見は以上となります。 

 

塩月参考人 続きまして大聖寺の代理人といたしまして、墓地に関係することで説明

させていただきます。まずは、お手元の資料で大聖寺代理人塩月とござい

ます。こちらを中心に説明させていただきたいと思います。今回、請願を

されている主は公益財団法人トトロのふるさと基金と思いますが、公益財

団法人トトロのふるさと基金とは約１年半、墓地の関係でお話をさせてい

ただいております。まず、公益財団法人トトロのふるさと基金は墓地計画

について反対である。開発も反対である。そのため造ってくれるなという
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ことが主義になっています。約１年半で、その理由が変遷しておりまして、

最初に名義貸しというところで主張されました。いわゆる墓地なので名義

貸しだろうということで、平成２６年７月６日だったと思いますが、クロ

スケの家で墓地問題を考えるということでお話をされたと聞いておりま

す。その中で東京都府中の墓地反対の運動をされている方をお呼びになっ

て、名義貸しであるから中止させるように運動をしようという相談をされ

たというようになっております。ところが、その過程で名義貸しではない

ことがわかったのだと思いますが、名義貸しという理由はきかなくなりま

して、次に理由付けされたのが自然保護でございます。ただし、自然保護

と言いましても公益財団法人トトロのふるさと基金の自己矛盾がおそら

くあったのではなかろうかなと私は思うのですが、その場所というのは何

十年も前に県の許可を得て、いろいろなごみを捨てたところだそうです。

現在はその影響はないかと思いますが、私どもが安藤理事長をお伺いした

ときに、このように仰ったのを、はっきりと覚えていますが、ごみの上に

墓地を造るのですかと。つまりあの場所は自然保護に果たして値するもの

なのかなと。ごみがいっぱいあるような所が果たして自然保護に値するも

のなのかなと。おそらく自己矛盾が生じたのではないかと思いますが、自

然保護というお話は理由として消えてまいりました。そして今回、安全性

ということを理由付けされてきた。つまり墓地反対のための理由付けがい

くつか変遷されながら、結果として、安全性ということで今、請願を提出

されたというふうに我々は認識しております。その上で安全性について問
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題があるのかどうかという点につきましては、３つの理由で全く問題がな

いと考えています。大聖寺としましては、この墓地の場所の安全性に関し

ては確信を持っています。まず、１番目に墓地が壊れて困るのは誰か。公

益財団法人トトロのふるさと基金は、しきりに危ないと仰るわけですが、

その危ない墓地を仮に作ったときに困るのは誰かということですが、まず

は墓地の利用者、その次に大聖寺ということでございます。大聖寺がその

ような安定性のわるい墓地を造ると困るということで、果たして自分の首

を絞めるような墓地を造るのかどうか。そのような安定性の悪い墓地を造

るということはあり得ないということが言えます。２番目に公益財団法人

トトロのふるさと基金は計画地ではないところを１カ所ボーリング調査

で穴を開けられまして、危ないというお話をされるわけでございますが、

大聖寺は安全性を考えて１４カ所のボーリング調査と４カ所のサウンデ

ィング試験を行っております。かたやボーリング調査を計画地外で１カ所

だけやった調査結果と計画地内を１４カ所、しっかりやった検査とどちら

が科学的に尊重される数字なのかというところも十分わかる内容ではな

いかなと思います。３番目ですが、調査をやった人が誰なのか。我々はこ

こにおります株式会社東邦の野川先生をはじめ、石井先生に直接、指揮、

指導していただきながら調査をいたしました。石井先生の経歴につきまし

ては、別紙にありますように国立国会図書館や東京電力、コンビナート、

ビル、地下駐車場、地滑り対策等、多くの調査をしていただいており、日

本を代表する実務家であると断言できます。それらの石井先生、野川先生
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から、安全で大丈夫であると言われる以上、大聖寺としては何ら安全性に

一点の曇りもない状況であるとはっきりと断言できるものだと確信して

おります。 

７月１８日に公益財団法人トトロのふるさと基金と協議を行いました。

京都大学教授と野川先生で専門的なお話をされていたということで、難し

く私のような素人では話についていけなかったのですが、そのような中

で、一般人を代表して私の方から、京都大学教授に質問をいたしました。

計画地は何十年も台風や暴風など、特に２０１１年の東日本大震災はまさ

に所沢は震度５の地震がございました。しかしながら、現場では崩れてい

ないという現状をどのようにお考えなのですかというご質問をさせてい

ただいたところ、教授からの回答は、たまたまそうでした。偶然ですとい

うものでした。つまり、非科学的な根拠をもって大丈夫だったというよう

な主張をされたわけでございます。ただし、偶然という主張さえも京都大

学というネームバリューによると実に科学的に聞こえるので不思議だな

と印象深く感じました。以上をもちまして大聖寺としましては、安全性に

何ら問題はないとはっきり断言できます。専門的な内容に関しましては、

参考人として専門家が出席させていただいておりますのでご質問いただ

ければと思います。 

 

 【参考人意見終了】 

近藤委員長 ありがとうございました。以上で参考人の意見の開陳が終了しましたの
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で、次に質疑を許します。なお、念のため申し上げますが、参考人は委員

長の許可を得て発言されるようお願いいたします。また、参考人は、委員

に対して質疑することはできないことになっておりますので、ご了承願い

ます。 

 

 【参考人への質疑】 

城下委員 大聖寺もボーリング調査を行っているとのことだが、地下水も崩落の大

きな原因になるということでは、その安全性を最優先に考えると１年間を

通しての観測あるいは調査というものも必要かと思うが、１回だけの調査

に限定されたことについて伺いたい。 

 

野川参考人 斜面に関して最初に依頼されたのは、敷地全体ではなくて、取りあえず

法面の安全性を確認するということで当初２本実施しまして、本数が足り

なくてそのあと、３本ほど法面に対して調査しました。地下水のことは非

常に重要だったので、それぞれ掘削するときの水は、送らないで地下水が

出るまで掘削するということを心がけました。全部で５本とも、その方法

でやりまして、途中で掘れなくなった状態で、やっと水を送るようになっ

たのですが、その時点までは地下水というものは、資料を見ても確認され

ませんでした。深いところで１４から１５メートルのところで、はじめて

水を送った状態で、その水が全部浸透してなくなりました。水があれば逃

げないのですが、そこに水がないものですから、そこから水が逃げました。
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１年間通してなぜやらなかったのかという質問に対しては、工期的なもの

はございませんでしたし、取りあえず雨などが降ったときには斜面を見ま

してどの程度斜面から水が流水するかというのは地主も見られていたよ

うですが、それほど水の出ている様子もなかったということでした。公益

財団法人トトロのふるさと基金が調査された場所に関しては、若干、地形

的に離れていることもありまして、一般的な土質と違い、盛土の場合、中

にいろいろなものが混在して入っています。通常の地質調査ボーリングを

行いましても１メートルや２メートル離れただけでも地質が異なります。

まして盛土に関しては、隣の穴を掘っても違う結果になります。私どもは

５本のボーリング、サウンディングも４カ所やりまして確認しておりま

す。向こうの地下水と私どもの地下水は関連性がないとは言えませんが、

向こうで３ｍ穴掘ったら水位が上がったようなことをおっしゃっていま

したが、その時点で、うちの方で法面、何メートルか下の方を確認しまし

ても地下水は出ておりませんでしたので、我々のやった地質調査ボーリン

グの方を信頼して報告書には現在、地下水はないと報告させていただきま

した。 

 

城下委員 計画地は盛土ということで、それは認識されていると思うが、谷を埋め

たということになると地下水は侵入しやすいという認識はあるのか。 

 

野川参考人 認識はあります。 
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城下委員 科学的、非科学的との話があったが、科学的に証明していくとなると、

雨季や乾期の時期などに調査することがより科学的な見地で報告書をも

ってきたと思うが、それは、あくまで工期的なことがあったのか。 

 

野川参考人 我々は学術的なものを追求するためにボーリングをしているわけでは

ありませんので、目的が安定性の検討ということで、やっておりましたの

で１年間を通してということは考えておりませんでした。 

 

谷口委員 地下水があるないというところで、帯水層が一般的な地下水だと思う。

あの地形を考えると、盛土とその下の地層の中で明確な帯水層より宙水の

ようなものが点在しているのではないかと私なりに考えている。その辺に

ついての見解はいかがか。 

 

野川参考人 通常の盛土であれば、宙水はどこにもあると思います。 

 

谷口委員 宙水があるという前提で、開発の方向になればＥＰＳ工法というやり方

をとられると公益財団法人トトロのふるさと基金の記述があったが、ＥＰ

Ｓ工法で行う考えはあるのか。 

 

野川参考人 宙水の件についてはあると思いますが、確実にあるとは言えません。宙

水はスポット的にあるものですので、今回の盛土に関してもあるかどうか



- 56 - 

はお答えできません。ＥＰＳ工法については擁壁の安定検査も４タイプや

っておりまして、１つ目は、今のまま地盤を削って、土を載せた場合。２

つ目は今のままの地盤の下を改良して土を載せた場合。３つ目は今の地盤

のまま、ＥＰＳを載せた場合。４つ目が今の地盤の下を改良してＥＰＳを

載せた場合。この４タイプにしてやったが、すべて活動や転倒に関しては

オッケーでした。１つ駄目だったのが、今の地盤を切って土を盛った場合

の鉛直的な支持力的には若干不安があってＮＧでした。それに関しては、

そこを改良すればオッケーという計算結果がでています。我々で考えてい

るのは、ＥＰＳは高い材料ですから、見直しをして、それに代わるものと

して、できるだけ残土や土を現地から搬出しない方法で、今の地を利用す

るためには、早めに掘った土を利用して、下の地盤をセメントで改良する

が、計画しているより若干、面積を広くすると地耐力は分散されますので、

さらに安全性が向上するということで、今はその案で検討しております。

なお、ＥＰＳについては地下水があれば当然、軽いので浮きますが、我々

の地盤がＧＬから２、３メートルのところに床付け位置がありますから、

そこまで地下水が上がることは考えてもおりませんし、ＥＰＳについて

は、今は別の工法で考えているところです。 

 

城下委員 ＥＰＳ工法ではなく他の工法を考えているとのことであったが、請願者

の指摘では崩壊性の問題や地下水の問題もあるので、そのような意味では

そこを補強して擁壁をするとなると、それなりに費用もかかると思うが、
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工事全体の費用はどのくらいを考えているのか。また、ＥＰＳ方式は費用

が高いので、それよりも費用をかけない方向で検討していると答弁があっ

たが、崩落を抑えるためには、どのくらいの費用を考えているのか。 

 

中村参考人 擁壁関係の資金につきまして、１，２００万円程度を考えております。

この中で、ＥＰＳやその他の工法を考えながら、なるべく費用を抑えて、

安全なものを造ろうと考えています。 

 

城下委員 指摘されている部分が、ここの崩壊をどのように防ぐかということにな

ると思うので、どのような工法を検討しているのか。 

 

中村参考人 一部崩落している箇所が見受けられました。これは前からあって、今で

も形は変っていないようですが、擁壁と法面の崩壊を一緒に考えまして、

法面の最後のところにＨ鋼を境界線上に１メートルピッチで、２０メート

ルくらい打ちます。それで崩落を止めるのですが、その上にさらに鉄製の

ものに大きい石を詰めまして、地盤を抑えて崩落を防ぐということを考え

ております。 

 

杉田委員 そもそも請願者の質疑であったと思うが、その敷地に対して、すべてに

及んで建設残土がある。深さ的には１０メートル以上はあると言われた

が、その辺の量はどのくらいか。 



- 58 - 

中村参考人 こちらのエリアとこちらのエリアでは高さが違っております。一緒にし

ようとすれば、かなり削らないといけなくなります。低いところを削った

土で調整する考えでおります。全体では削るのは基礎の部分くらいと思い

ます。量はおおよそ３，０００立米と思われます。 

 

浅野委員 墓地にする場合には木を切るわけで、根がはっているものが、コンクリ

ート残土の中で根がなくなって、今よりも崩壊する可能性があるように思

えるが、どのように考えているか。 

 

中村参考人 通常の伐採と伐根で、地固めをして、その上に通路などは２０センチ角

くらいのインターロッキングという材料を敷き詰めます。土がある部分は

なくし、芝墓地は出てきますが、それが埋まってしまえば芝墓地も囲まれ

ますので水は止められますが、その下に通路、参道と呼ばれるところに、

穴の開いた１５センチくらいのパイプを市の計算式がございますので、そ

れに則りまして長さや浸透桝を付け、さらにそれよりも何割かアップとい

うことで通路などに敷き詰め、浸透させるように考えております。 

 

浅野委員 インターロッキングと擁壁などで大丈夫のような話であるが、大滝参考

人に伺うが、緑を大事にするとのことだが、あの場所に擁壁を造ることは、

緑に馴染まない気がするがどのように考えているのか。 
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大滝参考人 擁壁は強度を保つために止むを得ないものだと思います。 

 

谷口委員 法面にＨ鋼を打つ話であったが、崩落の危険性をどのように評価して対

応するかというところだと思うが、Ｈ鋼について深さはどのくらいをイメ

ージしているのか。 

 

中村参考人 Ｈ鋼は約３メートルを考えております。それを１メートルおきに２０メ

ートルの範囲で打つことを考えております。 

 

谷口委員 通常は矢板を打つときは、下の地盤がある程度、支持できるような地盤

まで到達するイメージを私は思っているが、深さ３メートルで地下の部分

の支持層というかしっかりできるのかどうか。 

 

野川参考人 末端部のＨ鋼の３メートルについては支持杭という考えではありませ

ん。いわゆる鍬止めという法面の土砂の崩壊をそこで食い止めるために行

うもので、通常は１、２メートルのもので良いのですが、３メートルとい

う深めにしたのは、崩落したときに、そのＨ鋼と土留め矢板で崩落してき

た土砂を止めるという意味合いがあります。 

 

城下委員 全体の工事費用を伺いたい。また、釜井参考人の話だと、崩落を防止す

るための一番の有効なものとしてはアンカーとしていたが、その工事をや
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るとなると数億円かかると伺ったが、崩落防止の費用については１，２０

０万円以内で先ほど言ったＨ鋼も含めて考えているのか。 

 

中村参考人 １，２００万円はおおよその予算でございまして、全体的に資金の中で

ある程度の増減については考えないといけないと思います。 

 

塩月参考人 工事費全体に関しましては、市に既に提出しておりますが、１億７，０

００万円で考えております。その中で、どのように遣り繰りするかはプロ

の腕の見せ所と思います。もちろん、その前提においては安全性を欠如す

るようなことは全く考えていません。 

 

城下委員 地下水の調査については、再度調査をする予定はあるのか。 

 

野川参考人 当面はございません。先日、木曜日に豪雨があったと思います。その後

に地震もありましたが、豪雨の２、３日後、現場の斜面を見に行きました。

染み出し水程度は確認できましたが、出ている水は見られませんでしたの

で、今後、改めて地下水の調査の追求を１年間通してやることは今のとこ

ろ考えておりません。 

 

城下委員 その現地調査は目視での調査か。 
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野川参考人 そのとおりです。 

 

杉田委員 自分たちの調査結果を基に、それに対応できる安全対策についてはしっ

かりやるということか。 

 

野川参考人 そのとおりでございます。 

 

杉田委員 請願者の方は、調査結果が違うのではないかと言っている。話し合いも

されたことなので、請願者側の調査結果も聞いていると思う。仮に請願者

側の調査結果が正しいとしたら、この計画は断念するのか、それでもやろ

うという考えなのか。 

 

大滝参考人 私は専門家を信じています。そのような虚偽のデータを出すような人に

は頼んでいません。このデータを信じるしか私にはないです。 

 

村上委員 先ほども技術的な説明を受けたが、議員の我々が技術的なことを聞いて

物事を判断することは大変危険であり、あたかも議会がそれで何かあった

ら議会はどう責任を取るのかという議論もあったりするが、それは私は、

ちょっと違うと思っており、最終的に基本的な手続きが進んでいった場合

に、安全性について、どのようなことを施すのかという最終的なこの部分

は手続き上どのように考えられているのか。 
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塩月参考人 我々は最初に申し上げましたように安全性についてある意味厳しい目

でこちらの専門家を見ております。もちろん信じておりますが、いわゆる

最終的に困るのは墓地の利用者であり大聖寺ですから、その点はしっかり

と確認しております。その上で、今後の手続きとしましては、やはり所沢

市に専門家の方がいらっしゃいます。許認可権をお持ちになっているのも

もちろん所沢市ですので、所沢市の指導を仰ぎながら、また専門家もおり

ますので、それに合わせて対応させていただきたいと、具体的にはこの後

どうなっていくのか、もちろん我々は分かりませんが、所沢市の専門家の

方の指導等を合わせながら真摯に進めたいと考えています。 

 

村上委員 今後の具体的には手続き上は法令等に則ったかたちで施工していくと

いうということでよろしいか。 

 

塩月参考人 法令等に則りまして進めたいと考えています。 

 

城下委員 いろいろな安全対策をとった結果、もしかしたら崩壊が起きる場合もあ

るし、起きない場合もある。数日前の堤防決壊もまさか自分のところは起

きないだろうという、そのまさかが起きてしまったということでは、もし

そういったことが起きた場合の対応について、リスク対応については当然

考えられていると思うが、どのようなことを検討されているのか。 

また、計画で雑排水の処理を行っていくということで、それについては
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請願者の方も狭山丘陵の水源にあるので汚染に繋がるのではないかとい

う指摘もあるのだが、その辺の見直しのようなことは内部で検討されたの

か。 

 

中村参考人 万が一壊れた場合ということを今おっしゃられたのですが、やはりその

ために内部でこのような調査を行い十分検討して、全くないとは言い切れ

ませんが、通常どこでもやっているのが決められた計算方式や見直し方で

全国でも行っているのではないかと思います。その中で墓地の造成にあた

り法的なものの順守、それが一番だと思います。それ以外想定するかしな

いかということ、壊れるか壊れないかということは分かりませんので、そ

れを頼りに行うしかない、万が一壊れた場合はそれなりに対処するべきだ

と思っていますので、大聖寺に関しても大変迷惑になります。施工したも

のも設計したものも当然その点は頭に入れてやらなければいけないこと

だと思っています。 

また、雑排水の件ですが、雨水に関しては本来ですと市の計算式でやっ

ているものについては十分間に合っていますので、浸透井戸を取らなくて

も良いのですが、なお更に考えまして浸透井戸を２カ所作ろうという、そ

こに最終的に水を全部流してしまうと、それは雨水だけですので、あとは

雑排水といいますか、例えば管理棟がありますがその中でトイレの汚水や

台所で使った水などは浄化槽を設置しておりまして、これは当然放流でき

ませんので汲み取り式ということで常時業者に依頼して対処するように
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考えています。 

 

谷口委員 請願者からの話の中で、大聖寺側はいろいろ現場での試験やあるいは根

拠に基づいて崩落しないように対策という形で考えていると思うが、盛土

の土質強度の定数を算定するための室内試験がうまくいかなかったので

はないかという記述もあるのだが、それがどのように今回の計画に反映で

きなかったのかどうか伺いたい。 

 

野川参考人 我々もサンプリングを行わなかったわけではありません。土質強度は当

然重要な項目ですので、何度かボーリングにトライはしてみましたが、石

が多く、柔らかい土を乱さないで採るということが非常に難しく、斜面に

関してはなかなか採れませんでした。そのため、試験に失敗したというこ

とではなく、採取はしたが試験の試料に供するようなものは採れなかった

ということです。公益財団法人トトロのふるさと基金が行った別の場所の

ボーリングでは礫の混入が少なかったのかどうか分かりませんが、採れた

ということらしいのですが、先ほども言いましたが盛土は中身、捨て方、

混入率、諸々によって値が変わるものがあります。公益財団法人トトロの

ふるさと基金とのディスカッションの中で、当方の設定した土質定数に使

用している計算結果について疑義がありました。私の方も再度それに基づ

きまして、盛土全体の締まり具合、Ｎ値の見直しを行いました。当初のボ

ーリングの状態ではボーリング３本だけを見まして、一番弱そうなところ
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と現況を見まして、法面の崩壊している箇所を勘案しまして、Ｎ値４回程

度のところで崩壊している現状がありましたので、崩壊しているところ辺

りの滑りを考えて当初は検討して安全率を計算しています。ただ、公益財

団法人トトロのふるさと基金から言われた、どうして設定したのかという

諸問題がありましたので、我々も見直しまして資料を提出しましたが、Ｎ

値による修正地層断面図および土質定数の図の真ん中の曲線で囲んでい

る部分が礫の多く混入している箇所でＮ値が５０回、１１回、１２回と高

くなっています。その辺は礫の混入が多いということで判断いただけると

思います。そして、その層を境に上と下、上の方は確かにＮ値が３回、４

回、５回程度、真ん中から下については５回以上、７回、８回で明らかに

そのしまり具合が違います。当然、このような箇所は経年しますと圧密沈

下をしまして土質定数が下の方にいけばいくほど強くなっていきます。地

層を境にもう一度土質定数を見直し、上と下の部分で土質定数を変えて安

全率を計算した結果、全体を１つの土質定数で括った時の安全率は１．８

ぐらいだったのに対して、今回は２．１まで上昇しました。なおかつ、最

少円弧は公益財団法人トトロのふるさと基金から言われた深いところの

円弧の滑りで最少円弧という結果、それは公益財団法人トトロのふるさと

基金と同じような結果が出てきましたけれども、それに関してＦｓ、安全

率が２．１と非常に高まってきたというようなこともあります。ここに関

しましては、表面の対策はしますが、盛土そのものの安定に関しては問題

ないと考えています。 
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谷口委員 Ｎ値が１０以上であれば固いという認識があるが、Ｎ値が１０を超える

部分がないようだが、その辺についてはどうか。 

 

野川参考人 現場の盛土にかかわらず、岩塊が混ざった盛土や粘性土のもの、砂質土

のもの、いろいろなものが混ざっている普通の盛土でＮ値で言いますと１

０回あれば相当固い盛土です。通常は５、６回程度がいくら締め固めても

締め固まらないような盛土のＮ値だと思っています。１０回となると相当

なもので重機も重いものでやったものと思いますので、この当時のことを

考えますとこの辺は妥当な盛土の値だと思います。 

 

 擁壁を造る形だが、盛土がかなり高いのだが、崩れないようにするには、

一遍に行く形なのか、段階的なのか。 

 

中村参考人 今考えている擁壁は一体で並べるのではなく、幅はだいたい２メートル

から３メートルのブロックのような既製品を使ってそれを置いていくと

いうやり方で考えています。さらに細かく調べて、どうしても危険がある

ような場合は再度場所を少し変えるなど、そこまでは考えています。 

 

 斜めになっているわけなので、階段状になるということでよろしいか。 

 

中村参考人 おっしゃるとおりそういう形ですが、スロープで考えていますので頭を
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切りそろえるなどの工夫も考えています。 

 

谷口委員 先ほど地盤改良という話も出たが、もう一度どのような形で地盤改良す

るのか伺いたい。 

 

野川参考人 Ｌ型の擁壁を計画した場合に下の地盤がそのまま使った場合に地耐力

を増強させるために、今考えていますのは地下、計画のＬ型基礎から下１

メートルほどセメントを入れまして、もちろん汚染しない六価クロムので

ないセメントを使って改良する予定でいます。目標値としては、通常Ｌ型

は最低でも１００ｋＮ／㎡という強度を持たせるような改良で考えてい

ます。 

 

赤川委員 一度請願者側の技術者の釜井教授と協議する機会があったと聞いたが、

結果がかなり違っているのだが、それについて何がもとでそのように結果

が違ったのか。地下水や安定性の問題など技術的な面から伺いたい。 

 

野川参考人 教授の方は我々が普段やらないようなかなり高度な研究に使われる解

析でやられていて立派な解析だと思います。ただ、計算手法は我々が一般

的に使っているソフトは販売されているもので安定計算などは行ってい

ます。我々の考え方も当初の考え方の計算が現状の滑りを決めつけたり、

盛土を１つの土質定数で行い若干アバウトすぎる考え方で行っていたの
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ではないかという気がしますが、もう一度我々も応力法の違い、計算の違

いでもう１回全応力法で土質定数を考えてみた結果、安全率が上がったと

いうことですから、もし、その辺が理由があるのでしたら、私の方のデー

タ土質定数でやられてみたらと思います。 

 

赤川委員 今回擁壁を設計するために最低限の調査をされていると思うが、先ほ

ど、地下水があるかということなのだが、請願者側は例えば含水比試験や

圧密試験などをやられてはいるが、そういう意味では、もし請願者側の技

術的な判断にある可能性があるということであれば、それを打ち消すため

に例えば同じ試験を同じ場所でやってみるというような話は出なかった

のか。 

 

野川参考人 実施した試験も場所も違いますし、もし可能ということも変ですが、ジ

ャストポイントでサンプリングが出来て、仮にあそこでは圧密の件とは今

のところ考えてもいませんし、とりあえず、転倒と滑りと地耐力に関して

あれば擁壁の方はもつ、地層全体の方は地層の安定計算をやればもつとい

うことで、試験の方については今のところ考えていません。 

 

赤川委員 請願者が言っている安全性というのは擁壁そのものが安全かというよ

りは、あの地層が安全なのかということだと思う。そういう意味では、擁

壁を設計する上では調査で良いと思うが、さらにその安全性といえば、地
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下水があるかどうかということに疑義があるわけなので、打ち消すために

は同じ試験を行ってみるなどして、さらに今の回答だったら、ないと言い

切るならいいと思うが、その辺を公平に考えるとどうなのかと思う。その

上で伺うが、土質試験は今回は行っていないという解釈でよろしいのか。 

 

野川参考人 土質試験は盛土そのものでは行いませんでした。ただ管理棟の方ではサ

ンプリングが１本採れました。法面もボーリングでは盛土では採れません

でしたがその下の方では採れましたので、三軸試験や管理棟の方は圧密試

験などの土質試験は行っています。 

 

赤川委員 それで地耐力は十分であるという判断なのか。あと、Ｎ値の方はおそら

く擁壁の設計をされているので、当然地耐力という意味では、請願者側は

２から３で、事業者側は４．２ということである。この辺の見方は擁壁の

設計上重要なことだと思うが、差がでた理由についてはどうか。 

 

野川参考人 擁壁のＮ値で低いところは４から６ぐらいです。安定計算はＮ値４で計

算しています。地耐力的にもたない部分は地盤改良しまして地耐力的にも

たせるような工法で考えています。 

 

赤川委員 通常Ｎ値は設計する時、低い方をみると思うがどうなのか。 
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野川参考人 我々はボーリングを管理棟を含め８本行っています。法面に関しては５

本行っています。Ｎ値の一覧表をご覧になってもわかると思いますが、２

や３という数値はでてきていません。全体の数からＮ値の平均値的なもの

を考えています。弱いところばかり追求すると過大設計になるということ

もありますし、逆に強いところをみると過小設計になるという危険があり

ますので、本数を多く行った方のＮ値を信用して設計をしています。 

 

赤川委員 地下水はある意味重要な部分で、先ほどの話ではもう試験はしないとい

うことだったと思うが、こうやって請願もでているわけで、そういった意

味でもう一度公平性を期して、地下水がないと言い切るために、追加の試

験を行ってみるというつもりはないということか。 

 

野川参考人 それは事業主の予算もありますので、後で相談してみたいと思います。 

 

村上委員 先ほど修正の図面の話があったが、釜井教授のデータを見ながら自主的

に修正を行ったということなのか。 

 

野川参考人 当初、土質定数を１つにしてかなりアバウト的な考え方だったので、も

う一度、全部を考える場合に本当に盛土そのものはＮ値４ぐらいで果たし

て良いのかということで見直した結果、盛土の上と下ではかなり圧密の度

合いも違うので土質調査も異なっているだろうということで、もう一度見
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直して地層を２層に分けて再度計算をしたということです。 

 

村上委員 先ほど釜井教授も一カ所だけではなく全体的なことが重要だという話

をしていた。そういった意味からいって、もう一度見直しをした結果とい

うことでよろしいか。 

 

野川参考人 そのとおりです。 

 

 擁壁は２０メートルということだが、全体が盛土なので安全という部分

で全体を回すということではないのか。 

 

中村参考人 擁壁は約２０メートルですが、全体を回すのではありません。地盤が低

いところのみ通路を通すためにその部分だけが擁壁となると考えていま

す。 

 

 他のところも盛土だが大丈夫なのか。 

 

中村参考人 他のところは現状の法面が３０度の勾配で安定角といわれる角度にな

っていますが、そういうところでなるべく現状は３０度を超えない角度で

考えていますので、それは自然の法面という考え方です。 
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 自然のところは雑木で木が生えていたりすると思うが、その辺に対して

造成するにあたって木を抜いたりした時、やはり木があることによって泥

がもつということがあると思うが、どのようにするつもりか。 

 

中村参考人 現在、法面は大きい木はありません。小さい木がたくさん生えています

が、それは抜いても特に問題はないと思います。さらにその上に、法面を

全て保護できるというわけではないのですが、保護網を張って、緑になる

ようなものがありますので、そういったものを全体的に考えています。 

 

谷口委員 通路を通すところに擁壁という話があったが、それについて伺いたい。

また、請願者側から地震係数のところが論点になっており、今回の場合０．

２をとるのか０．２５をとるのかという記述が請願書にあるが、それにつ

いてのコメントをいただければと思う。 

 

中村参考人 擁壁に関しましては右と左にエリアを分けるとしますと、右と左の高低

差が２．５メートルあります。そこをつなぐのにどうしてもスロープを考

えなくては通行するにあたり、階段は車椅子を使われる方も想定しなけれ

ばいけないので、そういった意味で２メートルの高低差をつなぐには斜路

が必要であろうということで、それを考えますとそこに擁壁でその通路を

造らなければならないという考えです。それによりましては、また見直し

といいますか、なるべく高い擁壁は造らないようその辺も考えなければい
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けないと考えています。 

 

野川参考人 震度係数につきましては通常０．２でやっておりまして、宅地造成等規

制法では０．２５を使うということになっているのですが、宅地造成等規

制法では考えておりませんので０．２の通常の震度係数で計算していま

す。 

 

城下委員 あの場所は複数の方たちが利用する施設で宅地とは別なのだが、そうな

ると準宅地的な扱いとなると０．２５ということにはならないのか。 

 

野川参考人 通常、いつでも人が住んでいるというわけではありませんので、考えて

はいません。 

 

 【参考人への質疑終結】 

近藤委員長 この際、参考人に対し、委員会を代表して一言お礼を申し上げます。本

日は、お忙しい中を本委員会のためにご出席いただき、貴重な意見を述べ

ていただき、心から感謝いたします。本委員会といたしましては、ご意見

を今後の委員会審査に十分生かしてまいりたいと思います。本日は、誠に

ありがとうございました。 

 

  （参考人退室） 
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 休  憩 （午前１２時４６分） 

 再  開 （午後２時０分） 

 

 【質  疑】 

城下委員 質疑するにあたり、手続きの流れを示した資料があると思うので、執行

部から資料として配付してほしい。 

 

近藤委員長 資料を配付することでよろしいか。 

 （委員了承） 

 

城下委員 改正「所沢市墓地等の経営の許可等に関する条例」における事務手続の

流れという資料を今いただいたが、現在の段階はこのフロー図の中でどの

辺に該当するのか、説明願いたい。 

 

内野生活環境

課長 

現在提出されております墓地経営計画協議書につきましては、平成２６

年１２月に提出されまして、前回棄却しました理由についてはクリアされ

ており、条例の規定の基準に適合していることから、条例及び施行規則の

規定に従い、公示縦覧をするとともに計画者が関係住民への説明会、また

意見書に対する見解書の提出を求め、現在関係住民との間で協議が行われ

ております。 
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城下委員 説明会というのは、計画者のところを見ればよろしいか。 

 

内野生活環境

課長 

計画者のところを見ていただければよろしいかと思います。 

 

 

杉田委員 この資料の中のここですと示してもらいたい。 

 

内野生活環境

課長 

まず、一番左の欄の一番上に事前指導とありますが、こちらについては

市に墓地を経営したいということで窓口に事前相談に来られたときです。

続いて、計画者の欄の事前協議のところですが、計画協議書というものが

あります。こちらについては、墓地を経営したいという計画者である大聖

寺から市に対し、計画協議書が提出されております。その後、市は書類の

精査や現地調査を行い、書類に不備がないか確認しまして、その下にあり

ます公告縦覧を行います。次に、標識設置ということで計画者に墓地の概

要を示す標識の設置をしていただきます。その後、説明会の開催通知です

が、説明会の１０日前までに計画者から関係住民に出すことになっており

ます。説明会を行ったら、計画者はそのことを市に報告します。説明会を

行いましたら、今度は関係住民の方に意見書の提出を求めます。市は意見

書を関係住民の方からいただいて、それを計画者に送付することになって

おります。その後、計画者は意見書に対して、計画者の考え方を記した見

解書を市と関係住民の方に送付します。その見解書を見て、まだ協議した
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いという方がいらっしゃいましたら、協議の申し出を計画者に対して行

い、計画者と関係住民の方で協議をするということで、現在はこの段階ま

でいっております。 

 

城下委員 協議中ということか。 

 

内野生活環境

課長 

 

そのとおりです。 

 

杉田委員 意見書の内容について伺いたい。 

 

内野生活環境

課長 

意見書の内容については、賛成という方もいらっしゃいますし、近くに

ある畑の価格が下がってしまうというような御意見もありました。また、

墓地ができてしまったら、近くには行きたくないというような意見、それ

と今回トトロから請願が出されておりますが、当該土地は斜面地で危険性

があるという御指摘をされる方など、その内容はいろいろでございます。 

 

杉田委員 見解書の内容については、どのようなものなのか。 

 

内野生活環境

課長 

見解書の内容ですが、墓地賛成の方に対してはそのまま条例に則って事

務を進めてまいりますとか、土地の価格が下がってしまうということにつ
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いては墓地の必要性についてうたっております。また、崩落の危険性につ

いては、市の条例や指導に従っていくであるとか、交通渋滞については指

導員を配置するであるとか、供物にカラスが寄ってくるのではないかとの

懸念に対しては、その日のうちに回収するといった内容の対応方針を示し

ています。 

 

城下委員 今は事前協議の段階だが、関係各課との協議はこの後にあるのか。それ

とも、事前協議の段階で関係する課と何か協議をされるのか。 

 

内野生活環境

課長 

事前協議が終了しましたら、関係部署にいろいろな申請が上がってきま

す。 

 

浅野委員 審査意見書を出すにあたって、期限はあるのか。 

 

内野生活環境

課長 

 

審査意見書には、期限はございません。 

浅野委員 協議内容報告書と審査意見書を出すまでに、何カ月かかっても構わない

ということか。 

 

内野生活環境 原則として時間的な制限はありません。市としては計画協議書の提出並
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課長 

 

びに説明会の開催報告ですとか、協議をやっていただきますと、その都度

協議内容の報告が計画者から市に提出されますので、そういうものを精査

し、最終的に事前協議の終了を判断するものであります。 

 

浅野委員 市がどちらかを判断し許可申請書を出す時期について、何か法的に決ま

りはあるのか。 

 

内野生活環境

課長 

法的には決まっておりません。今後、事前協議が終りますと、崩落の危

険性などは他法令に委ねられ、関係部署で審査されることになります。そ

ういうものを全てクリアしていただいて、許可が必要なものがあれば許可

書の写し、届出が必要なものがあれば届出書の写しを添付し、生活環境課

に許可申請が出されるものです。 

 

谷口委員 今、事前協議中ということだが、この事前協議を終了する、しないの判

断は計画者が判断するという理解でよろしいか。 

 

内野生活環境

課長 

 

市が判断いたします。 

城下委員 市が判断するということだが、その判断基準について伺いたい。 
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内野生活環境

課長 

 

先ほども申し上げたとおり、計画協議書の提出でありますとか、説明会

の開催結果の報告や関係住民との協議内容等を審査して、協議終了の判断

をいたします。 

 

 請願の件名の中に所沢市が十分精査し吟味するとあるが、今の段階で精

査できるのか。 

 

内野生活環境

課長 

 

今回の請願にある崩落の危険性等の問題につきましては、今後、事前協

議が終了いたしましたら、他法令に委ねられ審査され必要な指導、助言が

されるものと考えております。 

 

杉田委員 そもそも県が昨年指定した土砂災害警戒区域に入っていたら造れない

という気がするが、この時点まではそういったことは関係なく進むのか。 

 

内野生活環境

課長 

 

県の指定した土砂災害警戒区域には入っておりません。 

杉田委員 付近には３カ所指定されている地域がある。仮に土砂災害警戒区域に入

っていても、この時点までは進むことができ、そこから先については、他

法令で引っかかるということか。 
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内野生活環境

課長 

 

おっしゃるとおり他法令で判断されます。 

浅野委員 前回却下したときは、人家が１００メートル以内にあるということだっ

た。この前の現地調査の際にも、家はあったがどういうことか。 

 

内野生活環境

課長 

 

今までの経緯を御説明しますと、平成２５年１２月に１回目の申請が出

されました。その際には、早稲田大学に近接していたため、墓地条例の設

置基準を満たしていないということで却下いたしました。この却下という

のは、事前協議にも入らなかったということです。平成２６年５月には、

場所を変更して２回目の申請が出されました。今度は書類が揃っておりま

したので、事前協議に入りました。その中で、現地調査、書類の精査をし

たところ、１００メートル以内に住宅があるということがわかりました。

現地調査、居住の実態等を調べたところ、そこに長年住んでいる方がいら

っしゃり、人の居住に供する建物ということでそこを住宅とみなし、１０

０メートル以内の設置基準を満たしていないということで棄却いたしま

した。今も住宅はあるという御質問ですが、申請段階では住んでいる方は

いらっしゃいません。建物は事務所や倉庫に使われていると確認しており

ます。 

 

赤川委員 事業計画に対する安全性について疑義があり、いろいろな意見が出てい
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ると思うが、審査意見書にはその辺についてどういうことが書き込まれる

のか。 

 

内野生活環境

課長 

 

審査意見書には市が意見を付して出すことになりますが、現段階でこう

いうふうな意見をということは申し上げられません。墓地の経営許可はそ

んなに頻繁にあるものではありませんが、一般的な例を挙げると、関係住

民の要望については引き続き誠実に対応するようにであるとか、他法令に

ついては法令を遵守して安全対策には万全を期することといったことが

記載されます。 

 

赤川委員 今後、ほかの許可や確認といった手続きがあると思うが、どういうこと

が想定されるか。 

 

内野生活環境

課長 

 

把握している限りでは、まず開発の許可が必要と考えられます。あと、

墓地条例の施設基準で、当該場所に管理事務所を建てることになっており

ますので墓地の管理事務所の建築確認が必要です。それから、擁壁を計画

しているという話がありましたので、擁壁を造るのであればその高さにも

よりますが、建築基準法の許可が必要になります。それから雨水の抑制の

基準、それから県のみどり自然課に届出が必要になります。 

 

赤川委員 墓地、埋葬等に関する法律の許可申請の順番でいくと、どのような順番
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になるのか。 

 

内野生活環境

課長 

 

順番はございません。審査意見書が出ましたら、順次関係部署を回って

いただいて条例に伴う指導を受け、手続きを踏んでいただくことになりま

す。 

 

赤川委員 許可申請は、それらが全て終わった段階で下りるということか。 

 

内野生活環境

課長 

 

許可申請の段階では、他法令を全てクリアしていただいて、クリアして

いただいた許可書があればその写し、届出があればその写しを付けていた

だいて、全てそれらを揃えて許可申請書に添付していただいて、生活環境

課で全て総合的に条例に照らし合わせながら確認し、条例に適合していれ

ば許可するということになります。 

 

赤川委員 通常、その期間というのはどのぐらいなのか。 

 

内野生活環境

課長 

 

開発の方の申請を出し手直しがなくクリアしてしまうこともあるでし

ょうし、手直しが必要な場合もあるかと思います。いろいろな法令によっ

て、何週間というような基準があるかもしれませんが、市ではどのぐらい

の期間が必要であるとか、いつ以内に許可申請しなければいけないという

ようなことは決まっておりません。 
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赤川委員 今までの例では、どのぐらいの期間で終わっているのか。 

 

内野生活環境

課長 

開発等の許可の関係につきましては、所管が違いますので、どのぐらい

ということは申し上げられません。 

 

村上委員 所管課として、この事前協議では何をすることになっているのか。 

 

内野生活環境

課長 

事前協議につきましては、先ほど申し上げましたとおり、計画協議書の

精査や現地調査、標識の設置、公告縦覧、説明会をやっていただいて説明

会の報告ですとか、意見書、見解書、協議が必要であれば協議して、協議

報告書の精査、それから協議内容の確認が必要と考えております。 

 

村上委員 まず、基準に適合しているか、していないかの判断をこの段階では行い、

適合した上で条例に則って、この表の手続きをしてもらうというところま

でが、事前協議における担当課の仕事ということでよろしいか。 

 

内野生活環境

課長 

 

そのとおりです。 

村上委員 所管の仕事の中で、危険な斜面が云々という技術的なことを審査する権

限はあるのか。 
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内野生活環境

課長 

 

ございません。 

城下委員 今、崩落の危険性等いろいろ指摘がされているが、そういった部分の審

査は開発許可申請の段階でチェックされるという理解でよろしいか。 

 

内野生活環境

課長 

審査意見書が出た後に、許可申請までの間に審査されるものと考えてお

ります。 

 

谷口委員 今回の斜面の崩落の可能性云々という懸念については、市としてはどこ

の部門が審査するのか。 

 

内野生活環境

課長 

 

街づくり計画部です。 

城下委員 擁壁や雨水の問題も含めて、この間でいろいろやるということか。そし

て、それを所管するのが街づくり計画部ということか。 

 

内野生活環境

課長 

街づくり計画部は開発指導課と建築指導課、雨水の関係は建設部河川課

になります。 
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浅野委員  自治連が署名協力のお願いを出している書類に市の経過や見解が出て

いて、不許可にした場合は裁判になり市は敗訴の可能性が大きく、敗訴す

れば大規模墓地ができてしまうというようなことが書いてあるが、事業者

側が訴訟を起こすのはどの段階であると考えているのか。 

 

内野生活環境

課長 

自治連の書類について市は作成しておりませんし、いつの時点で裁判に

なるということはわかりません。それに、不許可になった場合というふう

にお話ししておりますが、不許可になるかどうかということについては、

今後許可申請までに他法令をクリアできないということも考えられるわ

けです。生活環境課の方に戻って来て最終的に判断をするときに、全て揃

っているかどうか、まだ不備があるかどうかなど、そういったことがあり

ますので、今の段階で不許可になるとか、不許可になったらいつ裁判なの

かと言われても、なかなかお答えできません。 

 

村上委員 これは許可に関する手続き条例ということで、条例に沿った手続きに則

っていけばそれは粛々と進めていかなければいけないということでよろ

しいか。 

 

内野生活環境

課長 

そのとおりです。 
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村上委員 今の段階では審査意見書を出す前の段階で最終的な協議を終結するか

どうかという判断を待っているところだと思うが、先ほどの自治連のいろ

いろな動きなども一つの意見として出てくるだろうから、それが出てくる

までは当然結論が出ないということでよろしいか。 

 

内野生活環境

課長 

地域の代表の方が署名活動をしていらっしゃるということは知ってい

ますので、そういったことも今回審査意見書を作成して交付する一つの判

断材料となると思います。 

 

村上委員 意見書なども出てくる可能性があるということで、今の段階ではそうい

ったことをクリアしていけば、手続き上、次は審査意見書を出す時期にき

ているということでよろしいか。 

 

内野生活環境

課長 

 

そのとおりです。 

 

村上委員 最終的に許可する許可しないということは、次の段階での各関係法令を

クリアするかしないかということについて、まずは所管としては手が離れ

てその届出等全ての許可が下りてくるものを待っているだけということ

でよろしいか。 
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内野生活環境

課長 

そのとおりです。 

 

 

村上委員 参考人の話にもあったが、請願の中で斜面災害の専門家による調査報告

を所沢市が十分精査し吟味することを求めるということなのだが、今の事

前協議の段階で生活環境課に精査をすることや吟味をする権限はあるの

か。 

 

内野生活環境

課長 

ないと考えています。 

 

 

村上委員 この辺のところが反映されるというのは、審査意見書が出て具体的に関

係法令の申請を出す中で、各法令の中で精査していくということでよろし

いか。 

 

内野生活環境

課長 

審査意見書を交付し、他法令に委ねられた時に関係機関で必要な指導や

助言がされるものと考えています。 

 

赤川委員 擁壁の開発許可の段階で、擁壁の安全性や安定性などが審査されると思

うが、開発や建築以外で市として緑の基本計画やその他環境保護という意

味で、あの土地や立地に関して計画として考えていることはあるか。 
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内野生活環境

課長 

墓地条例の中で施設基準があり、今回の計画地は条例上は２５％の緑地

率を設けるようになっていますが、計画では４０％以上の緑地率を設ける

ということです。また、市が緑の保全を進めているというところは計画者

にも理解いただいていると認識しています。 

 

関谷みどり自

然担当参事 

緑の基本計画の中の狭山丘陵保全配慮地区に今回の土地は入っていま

すので、そういった意味合いからもみどり自然課としては緑地の指導をさ

せていただくことになります。 

 

赤川委員 参考人の請願者の方が市長と会って、場合によっては市が購入するよう

な話が出たという話もされていたが、具体的に市が環境保全などの観点か

ら仮にあの土地を購入するとしたら課題について考えられることがある

か。 

 

関谷みどり自

然担当参事 

その他の条件がまとまれば金額が一番の課題になると思います。 

 

 

谷口委員 今回の請願について環境クリーン部と公益財団法人トトロのふるさと

基金で、審査意見書に反映するかしないかなど事前のやり取りは何かあっ

たのか。これまでの発言で、斜面が危険かどうかということは、環境クリ

ーン部が意見を言うような立場ではないという趣旨だと思ったが、どのよ
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うな経緯があったのか。 

 

内野生活環境

課長 

公益財団法人トトロのふるさと基金からは要望書を何回かいただいて

いますが、今回の請願の趣旨などについては要望書の中には本日の参考人

の釜井教授の意見を聴取して欲しいという内容のものはありました。 

 

谷口委員 今回、請願の趣旨について環境クリーン部として審査意見書で述べるべ

き話ではないという趣旨は伝えているということか。どうもその点がかみ

合っていないような気がする。 

 

内野生活環境

課長 

事前協議につきましては条例に基づいて行ってきていますので、審査意

見書についてそのような内容を盛り込んで欲しいというようなことは聞

いていません。 

 

村上委員 意見書というのは市を通して事業者に意見が届くということか。 

 

内野生活環境

課長 

そのとおりです。 

 

 

村上委員 その後、意見を出した人と事業主とで協議を重ねた内容についての協議

内容報告書が届くという流れで、その協議報告書は話し合いがつきました
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ということがなければ、次の審査意見書の段階には行けないということ

か。 

 

内野生活環境

課長 

 

協議報告書の内容にもよると思いますが、話し合いがつけば良いと思い

ますが、話し合いがつかないということもあります。内容が今回のように

崩落の危険性があるなどということになりますと、それは他法令で審査さ

れるものなので、審査意見書を出す際に、問題になるかどうかということ

は判断材料の一つになると思います。 

 

村上委員 意見書を財団が提出されて、事業主がその意見書を基に何回か協議を行

ったというところまではよろしいか。 

 

内野生活環境

課長 

そのとおりです。 

 

 

村上委員 現状は協議がなかなか整わない状況であるということでよろしいか。 

 

内野生活環境

課長 

そのとおりです。 

 

 

村上委員 参考人の話で、今後手続きを進める中で関係法令の中で指導を受けてい



- 91 - 

くということだったが、協議書報告の中にそのような内容はなかったの

か。 

 

内野生活環境

課長 

市の指導に従うということは記載があったと思います。 

 

 

谷口委員 市として崩落の危険性が懸念されると判断した時は事務手続きの流れ

の中でどこに反映されるのか。 

 

内野生活環境

課長 

崩落の危険性等につきましては他法令に委ねられ担当課で審査される

ものですので、許可申請までの間に何らかの指導や結論が出るのではない

かと思います。 

 

谷口委員 街づくり計画部が所管するということになるのか。 

 

内野生活環境

課長 

いろいろな課が該当してくると思いますが、崩落の危険性ということで

は街づくり計画部と認識しています。 

 

赤川委員 審査意見書について技術的なことは環境クリーン部では判断できない

ということで開発許可の段階で適切な指導があるということだが、これま

での様々な協議の中で請願まで出てきているわけだが、安全性について意
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見書の中で少しは盛り込まれる可能性はあるのか。 

 

内野生活環境

課長 

他法令を遵守してくださいなどになると思います。 

 

 

城下委員 他法令に遵守してということで盛り込むということだが、今の段階で安

全性について意見が分かれているわけである。両方の意見を意見書の中に

含めていくという理解でよろしいか。 

 

内野生活環境

課長 

あくまでも市の考え方で法令を遵守してくださいという記載の仕方と

いうことで考えています。 

 

村上委員 手続き上、その判断は関係法令がないと分からないということか。 

 

内野生活環境

課長 

そのとおりです。 

 

 

村上委員 参考人から崩落の危険性があるなどの精査をして、最終的には広範な裁

量権に基づいて判断して欲しいという話があった。広範な裁量権という意

味だが、これはこういったことが全て整ったが許可権者として裁量権をも

って許可して欲しいということなのか。それとも何かのものがチェック出
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来ないので、あるいは危険だと判断したら不許可にするということなの

か。全部手続きが終わった場合は、全て裁量権の判断ということなのか。 

 

内野生活環境

課長 

広範な裁量権というものは以前議会でも答弁していますが、具現化した

ものが条例ですので、条例に従い事務を進めてまいりたいと考えていま

す。 

 

村上委員 条例や規則に沿って手続きが進んでいけば、そこには広範な裁量権はな

いということになるのか。 

 

内野生活環境

課長 

裁量権を具現化したものは条例であり施行規則だと思います。墓埋法や

指針の中で、地域や実情に合わせて条例や規則を決めることが指針で示さ

れています。この中で、所沢市の墓地条例が出来ているわけなので、裁量

権を具現化したものが条例であり、今年３月に所沢市墓地等の経営の許可

等に関する条例も改正しました。それも広範な裁量権の１つだと思いま

す。 

 

村上委員 先ほど裁判の話もでていたが、その趣旨というのはこういった裁量権と

しての条例の条項あるいは規則に則って審査をしてクリアしているのに

許可が出なかった場合に市が訴えられる可能性があるということなのか。 
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内野生活環境

課長 

そのとおりだと思います。 

 

 

浅野委員 ３月に改正された条例は今回の墓地には適用されないのか。 

 

内野生活環境

課長 

この墓地計画につきましては昨年の１２月に申請しています。所沢市墓

地等の経営の許可等に関する条例は今年の３月に改正し、経過措置という

ことで旧条例が適用になります。 

 

杉田委員 大聖寺がこれから計画しているのは８００基ぐらいとのことだったが

現在の区画と残っている区画を確認したい。 

 

内野生活環境

課長 

現在大聖寺の周りにある墓地の区画について全体は正確な数は不明で

すが７００ちょっとで残りは２５区画で、現在計画しているのが８５０区

画です。 

 

村上委員 今回の条例改正の趣旨は事業型墓地に対する規制という話だと思うが、

参考人の事業主の話ではあくまでも檀家や信者の方の求めに応じて作っ

ている墓地ということだった。今回のこの墓地は事業型の墓地とはならな

いのか。 
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内野生活環境

課長 

三ケ島２丁目に計画している墓地は事業型墓地、宗派を問わない墓地で

す。 

 

村上委員 新条例ではここは当てはまらなくなってしまうのか。 

 

内野生活環境

課長 

新条例では申請出来ないことになります。 

 

 

村上委員 今後は同じようなことが出てきても条例の基準からは外れて今後はそ

ういった墓地は出来ないという理解でよいか。 

 

内野生活環境

課長 

今の墓地の未使用区画数からすれば、ここ数年は申請できないというこ

とになります。 

 

谷口委員 所沢市墓地等の経営の許可等に関する条例の旧条例の話がでているが、

旧条例の第８条の墓地等の経営の許可等の第４項に市長は第１項、第２項

の規定による許可をするに当たっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地

から必要な条件を付すことができるとなっているが、必要な条件というの

は、斜面の崩落の危険性などの条件などはここに入るのか。 

 

内野生活環境 条件を付けることはできると思いますが、三ケ島２丁目の墓地計画はま
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課長 だそこまでいっていませんので、具体的にどのようにするかはまだ決まっ

ていません。 

 

谷口委員 斜面の崩落の危険性などの項目については、第８条に入ってくる可能性

があるということでよろしいか。 

 

内野生活環境

課長 

崩落の危険性があった場合については、他法令の許可申請の前に許可が

下りないと思います。 

 

谷口委員 崩落の危険性の判断は、この条文に関連して行うという理解でよいか。 

 

内野生活環境

課長 

崩落の危険性という話がありましたが、そちらにつきましては審査意見

書が出て許可申請までの間に他法令に委ねられて審査されますので、許可

がでれば墓地の経営許可の申請書に許可書の写しを添付していただくよ

うになります。 

 

谷口委員 崩落の危険性を回避するための条件を付けなさいという部分があると

したら、この条文に関連してくるという理解でよいか。 

 

内野生活環境

課長 

許可の条件ですので、崩落の危険があるのであれば許可できないという

ことになります。 
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赤川委員 今回、安全性の吟味については、環境クリーン部では出来ないというこ

とで、具体的に先ほど街づくり計画部の開発許可の申請の段階になった時

に、当然、開発許可の中には擁壁の建築基準法も絡むが擁壁の設計や基に

なった調査、地下水の話なども当然あると思うが、設計側の調査をし、そ

れに基づいて構造計算をすることは成り立つが、今回事前協議は進んでい

るが、開発許可を下す段階でそうでない意見が出た場合、事業者側が設計

したものは絶対なのか、他の調査結果が出た場合、それは開発許可に影響

を与えるのか。 

 

内野生活環境

課長 

他課に関することなのでお答えできません。 

 

 

谷口委員 公益財団法人トトロのふるさと基金がボーリング調査を行った１カ所

は市の所有地だったと思うが、市の所有地でボーリング調査を行った経緯

と、どのような判断で許可をしたのか。 

 

関谷みどり自

然担当参事 

公益財団法人トトロのふるさと基金から市が所有している土地につい

てボーリング調査を行いたいという申請が出てきたので許可をしたとい

うことです。 

 

谷口委員 特に何か意向があって許可をしたということではないのか。 
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関谷みどり自

然担当参事 

特に何も意向はありません。 

 

 

村上委員 請願の件名は、「狭山丘陵・三ヶ島２丁目に造成予定の墓地計画は、所

沢では前例のない盛土・急斜面地であり、崩落の危険性に関する斜面災害

の専門家による調査報告を、所沢市が十分精査し吟味することを求める

件」となっていて、先ほど安藤参考人に対する質疑で、この趣旨は、精査

し吟味することを意見書の中に付けてほしいのかと確認したが、そうでは

ないと訂正があって、審査をした上、裁量権で判断してもらいたいと訂正

発言があった。今の生活環境課の事前協議の中で、十分精査し吟味すると

いう文言であるが、これについて担当課としてどのように捉えるのか。 

 

内野生活環境

課長 

 

関係法令に委ねて審査されるものと考えております。 

谷口委員 今回の請願が仮に採択された場合、市としては、どのように捉えるのか。 

 

内野生活環境

課長 

関係課に委ねられ、最終的に生活環境課で許可することになると思いま

すので、お答えできません。 

 

谷口委員 関係課ということだが、この請願が違う課に委ねられるということか。 
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内野生活環境

課長 

請願の内容を委ねるわけではなく、墓地の経営許可は生活環境課が担当

しておりますので、申請を受けて最終的に許可するのは環境クリーン部生

活環境課の所管と考えております。ただし、その間に他法令で審査される

ものがございます。 

 

城下委員 関係各課に回ってから、その結果を受けて最終的に許可するかどうかも

含めて判断するのが生活環境課になると思う。この請願を受けて、問題点

や課題があれば、議会で審議しているのだから、そういった意見なども関

係各課にもいくのか。 

 

内野生活環境

課長 

請願の件名に所沢市が十分に精査し吟味することを求めると書いてあ

りますので、環境クリーン部生活環境課とは記載されていませんので、所

沢市の関係各課で十分吟味すると思います。 

 

村上委員 それは関係法令で十分に吟味していくことの採択を受けたと判断する

ということか。 

 

内野生活環境

課長 

請願が採択された場合には、そのように考えると思います。今回のよう

に請願がなくても、申請が提出されれば、十分に吟味しているところでご

ざいます。 
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村上委員 この請願の趣旨は、調査報告を十分に精査吟味してもらいたいという意

味で承ったが、先ほどの参考人の質疑で、そういったことを審査意見書の

中に反映してもらうということで良いのかと話をしたら、最初は、そのと

おりですと言ったが、途中であくまで精査したことを審査意見書に盛り込

んでもらいたいと訂正があった。あくまで審査意見書に入るまでの段階に

おける請願と私は受け止めた。 

 

内野生活環境

課 

 

審査意見書を出すのは生活環境課です。 

村上委員 改めて訂正をされたということの趣旨は重いと思う。事前協議の段階の

請願となると私は思う。 

 

内野生活環境

課 

 

所管課としては、あくまで条例・規則に則って最終的に審査意見書を出

してまいりたいと考えています。 

赤川委員 請願書を良く読むと時期も今すぐに吟味してほしいとは書いていない。

仮に採択された場合、今回、いろいろな議論もあった。このようなものが

開発許可申請がされた段階で、それが反映される。そのときにこのような

こともあったので、それを十分吟味することが担当課に伝わるということ

か。仮に採決されたとしても、その段階では審査結果は一切、反映されな
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いということか。 

 

内野生活環境

課 

 

今回の請願については、所沢市の関係各課で情報収集はしておりますの

で、生活環境課も関係部署とは情報交換を行っておりますので、必要な情

報と考えております。 

  

村上委員 請願の件名の趣旨について各委員の考え方が分かれているので、自由討

議にしてもらいたい。 

 

近藤委員長 質疑の途中であるが、自由討議にすることでよろしいか。 

（委員了承） 

 

 【自由討議】 

村上委員 請願の件名の趣旨がどのようなところにあるのかということで、安藤参

考人に伺ったところ、最初は精査、吟味することを意見書の中に反映させ

ることで良いのかという話であったが、途中で訂正発言があって、そのリ

スクの高い土地になっているので、精査をしたことを審査意見書に盛り込

んでもらいたいということが請願の趣旨であると発言があった。そのよう

な意味で言えば、訂正までされたことなので、それが請願の趣旨ではない

かと思う。 
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 先ほどの参考人の話の中で、村上委員の発言のとおり、事前協議中で審

査意見書はこれから付けるわけで、そこで訂正までして言ったことに対し

て、請願の中身と本日参考人が発言したことに差異があることを確認した

ので、請願の中身と違うと思った。 

 

赤川委員 元々は意見書に盛り込んでほしいということだと思うが、今の理事者側

の質疑の中で、理事者側としては、技術的な判断ができる段階でないと答

弁があった。請願者の趣旨をくみ取ると少しでも反映してほしいというこ

となので意見書以外でも、許可申請が下りた後、他の法令に基づいたとい

うことなので、その段階にでも気持ちをくみ取ると、その段階で今回の趣

旨は反映されても良いのかなと思う。 

 

村上委員 反映されるという話が、このような審査も行っているので、当然、それ

が反映されながら各担当課でもって、その関係法令の中で審査していくと

あったので、この請願をこの委員会で審査する場合に、この計画は、あく

まで事前審査の段階なので、審査意見書を付ける段階まで踏み込んで言わ

れると議会はそれを事前審査の段階なのに、審査意見書まで進めていきな

さいという判断になってしまうのではないか。 

 

城下委員 赤川委員の発言のとおり、私も同じ捉え方をしている。何もこの事前協

議の部分だけで動いていくような請願という位置づけとしては捉えてい
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なかった。この後も含めて、この請願の趣旨が活かされるということでの

捉え方を今の質疑の中で確認できたと思っている。 

 

 事前協議の中で、これを認めていくと今後、違う申請などで、そこで吟

味してほしいということで請願を出せば、手続きを一歩超えた前の段階か

ら口を出してやっていくような前例になるのではないか。 

 

城下委員 やっぱり憲法に基づく請願権であるので、その部分で今から想定して前

例になるというのは違うと思う。 

 

村上委員 請願権について、我々がどこまで審査できるかという範囲があるわけ

で、自分たちの権限に及ばないところまでについて、議決することができ

ないというのは審査する側にもある。事前審査の段階で次のステップの事

前申請を受け付けたところまでを想定して我々が審査できるかというと

難しいと私は思う。 

 

城下委員 そこは限定していないのではないか。 

 

村上委員 先ほど訂正発言があって意見書の中に、そのようなことを盛り込んでほ

しいという意見だったので、あくまで、この請願を審議する中で、できれ

ば市に審査意見書の中に盛り込んでもらいたいということが趣旨だとす
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れば、手続上は、次のステップに踏み込む内容の議決を我々がしないとい

けないのではないかという気がする。 

 

浅野委員 先ほど安藤参考人が言い直した件について、村上委員の発言のように意

見書の中に盛り込んでほしい、あるいは意見書の前に調べてほしい内容の

話で、紹介議員が検査だけでなくて、ここには絶対、お墓を作らないとい

う紹介議員もいて、紹介議員になることも難しいし、審査するのも難しい

と思う。ただし、趣旨はとてもわかる。 

 

杉田委員 請願者が訂正されて、十分精査してその結果を意見書に盛り込んでくれ

と言ったと思うが、執行部との質疑の中では、生活環境課では、その審査

ができるような内容ではないということがあるので、事前審査の段階で崩

落の危険性などの点については入れない部分である。個人的には、所沢市

が十分に精査し吟味することを求める内容で入れて、結果的に他法令に基

づき精査しながら進めてもらうようなことで対応するしかないのかなと

思う。 

 

谷口委員 今回の論点が崩落の危険性についてはどうかと。事業者は大丈夫だと。

請願者は崩落の懸念があるのではないかということなので、我々がどのよ

うにその懸念について、どこの部分でどのように反映させていくかという

ところを考えれば良いと思う。 
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村上委員 請願者の趣旨をどこの部分で我々がくみ取るかという裁量権を多少、議

会でも持った方が良いという話か。 

 

谷口委員 我々も技術的判断はできないので、それをどうするのかというところだ

と思う。 

 

浅野委員 個人的には緑の中に擁壁のようなものはいらないと思うが、危険性があ

るから、少し平らにして擁壁を作って危険性を無くすという話もあったの

で、釜井参考人が言っていた危険性を防いで作るというのは少し違うよう

に思った。事業者側は危険性をカバーしていると言うので、技術的にはわ

からないが、危険性をカバーしていることまで危険だというほど、同じレ

ベルでの話でないように思った。 

 

村上委員 請願の件名の文字自体が大きな意味合いを持っていると思う。 

 

 【自由討議終了】 

 休  憩 （午後３時２０分） 

 再  開 （午後３時３０分） 

 

 【質  疑】 

杉田委員 請願者の件名で、所沢市が十分精査して吟味することをして、その結果
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を審査意見書に載せてくれと訂正されたようだが、それだったら、そのよ

うな対応が市としてはできるのか。 

 

内野生活環境

課長 

関係部署にも申請等は出されていませんので、そのような対応は難しい

と思います。 

 

村上委員 全体に関わるようなトータル的なことで十分精査し吟味してほしいと

いうことであれば、このような審査もしているし、それが意見交換の中で

担当課には結果的には伝わることになるということか。 

 

内野生活環境

課長 

請願の件名をそのまま読めば、所沢市が十分精査して吟味することとい

うことであれば、当然、市はどのような課であっても許可申請、許可を下

ろす課であれば、当然、申請があがってくれば精査や吟味はします。 

 

 ここに書いてあるように各課では、十分審査した結果、問題がなければ

許可となるのか。 

 

内野生活環境

課長 

 

そのとおりです。 

谷口委員 請願の中の要旨だが、墓地計画地については盛土崩落の危険性に関する
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十分な調査と解析がなされるべきであるとなっているが、仮にこの請願が

採択された場合は、その十分な調査と解析は、どのような形で進むことが

想定されるのか。 

 

内野生活環境

課長 

 

関係部署になりますので、生活環境課としてはお答えできません。 

城下委員 先ほど赤川委員と谷口委員の質疑に対して担当課でないから回答でき

ないという答弁があった。そのような意味で開発関係もあるので、話を聞

きたい。 

 

杉田委員 そのことも含めて、一旦休憩をとり、協議会を開催してもらいたい。 

 

 休  憩 （午後３時３５分） 

 （休憩中に協議会を開催する。） 

 再  開 （午後３時４５分） 

 

 【質疑終結】 

 休  憩 （午後３時４６分） 

 （休憩中に協議会を開催する。） 

 再  開 （午後５時１５分） 
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 【意  見】 

杉田委員 至誠自民クラブを代表して、請願第２号について趣旨採択を主張しま

す。このたびの請願は所沢市に対し、当該墓地計画地の安全性について十

分に吟味してほしいとの趣旨であります。参考人の質疑の中で請願者側の

専門家釜井教授の意見を参考に事業者が見直しを行っているという事実、

また本申請にあたっては市の指導をいただきながら進めていくとの話が

ありました。請願者、事業者との懸案については、事前審査の時点におい

て、請願趣旨を本日の審査の中で、一応の調整は整ったといえます。また

参考人、理事者側に対する質疑を通じ、市として請願者側と事業者側に安

全性に対する考え方に齟齬があるものの安全性に対する請願者の趣旨も

理解できます。 

しかし、理事者側の説明では事前審査の段階では請願の趣旨を反映する

のは難しく、当該事業が、まだ手続き的にその段階にないため、環境クリ

ーン部としては請願内容に対応できないことがわかりました。 

よって、その手続きに進んだとき、他法令に基づき、しかるべき時期に

市が安全性を十分吟味する必要性を認め、趣旨採択を主張します。 

 【意見終結】 

 

 【採  決】 

近藤委員長 請願第２号については、全会一致、趣旨採択すべきものと決する。 
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 ○閉会中の継続審査申出の件について（特定事件） 

 閉会中の継続審査申出の件については、別紙の内容で申出を行なうことと

決定した。 

  

 散  会 （午後５時１８分） 
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特定事件 常任委員会閉会中継続審査申出表 

 

 

平成２７年第３回（９月）定例会 

 

 建設環境常任委員会 

 

１ 環境との共生について 

 

２ 環境保全について 

 

３ みどりの保全・公園の整備について 

 

４ 廃棄物の減量・資源の循環について 

 

５ 住宅・住環境について 

 

６ 市街地整備について 

 

７ 土地利用について 

 

８ 道路について 

 

９ 健全な水環境の保全≪河川・水路≫について 

 

10 上水道について 

 

11 下水道について 

 

 


